
 

 

 

７ 川 監 公 第 １ ２ 号 

令和７年１１月２１日 

 

 

 

川崎市職員措置請求について（公表） 

 

 

令和７年９月２４日付けをもって受理した標記の請求について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請

求人に対する通知文を別紙のとおり公表します。 

 

 

 

川崎市監査委員  川 鍋 雅 裕     

同        川 上 善 行     

 



 

 

（別紙） 

７ 川 監 第 ６ ６ ７ 号 

令和７年１１月２１日 

 

 

かわさき市民オンブズマン 

代表幹事 渡辺 登代美 様 

同    星野 文紀  様 

 

 

川崎市監査委員  川 鍋 雅 裕 

同        川 上 善 行 

 

 

川崎市職員措置請求について（通知） 

 

令和７年９月２４日付けをもって受理した標記の請求について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基づき監査を実施しましたので、そ

の結果を次のとおり通知します。 

 

 



 
 

監査の結果 

第１ 監査委員の除斥 

本件措置請求において、雨笠裕治監査委員及び浜田昌利監査委員については、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９条の２の規定によ

り除斥とした。 

 

第２ 請求の受付 

１ 請求の内容 

本件措置請求は、別紙１（事実証明書は添付省略）のとおり、市が青木功雄議員

（以下「青木議員」という。）、石田康博議員（以下「石田議員」という。）、上原正裕

議員（以下「上原議員」という。）、大島明議員（以下「大島議員」という。）、各務雅

彦議員（以下「各務議員」という。）、末永直議員（以下「末永議員」という。）、野田

雅之議員（以下「野田議員」という。）、橋本勝議員（以下「橋本議員」という。）、原

典之議員（以下「原議員」という。）、本間賢次郎議員（以下「本間議員」という。）、

松原成文議員（以下「松原議員」という。）、山田瑛理元議員（以下「山田元議員」と

いう。）、岩田英高議員（以下「岩田議員」という。）、高戸友子議員（以下「高戸議員」

という。）、那須野純花議員（以下「那須野議員」という。）、仁平克枝議員（以下「仁

平議員」という。）、三浦恵美議員（以下「三浦議員」という。）及び三宅隆介議員

（以下「三宅議員」という。）に対する違法な支出に充てられた政務活動費の返還請

求権を行使することを怠っていることから、これを行使するよう川崎市長に対し勧告

することを求めている。 

 

２ 請求の受理 

本件措置請求は、所定の要件を具備しているものと認め、令和７年９月２４日付け

でこれを受理し、監査対象局を議会局とした。 

 

第３ 監査の実施 

１ 請求人の陳述 

監査の実施に当たり、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和７年１０月２４日、

請求人から陳述の聴取を行った。請求人の陳述の際、同条第８項の規定に基づき、議

会局の職員（以下「関係職員」という。）の立会いがあった。 

請求人が本件措置請求の要旨を補足した内容は、おおむね別紙２のとおりである。 

 

２ 関係職員の陳述 
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法第２４２条第８項の規定に基づき、令和７年１０月２４日、関係職員から陳述の

聴取を行った。関係職員からは、「住民監査請求に係る考え方」（添付省略）の提出が

あった。関係職員の陳述の際、同項の規定に基づき、請求人の立会いがあった。 

関係職員が説明した内容は、おおむね別紙３のとおりである。 

 

 ３ 関係人調査 

法第１９９条第８項の規定に基づく関係人調査等は、松原議員から令和７年１０月

２９日付け、青木議員、石田議員、上原議員、各務議員、末永議員、橋本議員、岩田

議員、高戸議員及び仁平議員から同月３０日付け、大島議員、野田議員、原議員、本

間議員、山田元議員、那須野議員、三浦議員及び三宅議員から同月３１日付けで「意

見書」の提出があり、当該書面により、本件措置請求に係る事実関係を確認した。 

 

 ４ 監査対象事項 

本件政務活動費の支出に関して、市長に違法又は不当に財産の管理を怠る事実があ

るかを監査対象とした。 

 

第４ 監査の結果 

 １ 前提事実の確認等 

関係各資料の調査の結果、本件に関する前提事実は以下のとおりである。 

(1) 政務活動費について 

ア 概要 

政務活動費は、法第１００条第１４項から第１６項までの規定を根拠とするも

ので、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（平成１３年川崎市条例第

１１号。以下「条例」という。）及び川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条

例施行規則（平成１３年川崎市規則第１６号。以下「規則」という。）に基づき、

会派及び議員に対し、川崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要

な経費の一部として交付される。市政に関する会派及び議員の調査研究その他の

活動を充実し、議会の審議能力の向上、議会の活性化に資することを目的として

いるものであり、川崎市議会が作成した「政務活動費の運用指針（以下「指針」

という。）」によると、その使途について市民に説明責任を負うことを認識して、

適正に使用することが求められている。 

また、政務活動費の運用の基本的指針として、次の４点が挙げられている。 

(ｱ) 政務活動について 

普通地方公共団体の議会は、条例の制定及び改廃、予算の決定、重要な契約  

の締結並びに財産の取得及び処分等について議決権を有する。 
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さらには、近時の社会情勢の複雑化に伴い、多様化・高度化する地域住民の

要求に応えるための行政施策等に対する迅速かつ適切な審議が求められている。

こうした中、議会の構成員である議員ないし会派には、地方行政等に関する諸

制度、当該地方公共団体の抱える政治的、行政的諸課題、さらには諸外国の動

向等に対する広範な知識が必要とされ、これらについての不断の調査研究等の

活動が不可欠となっており、議員活動の活性化を図るため、要する経費の一部

を政務活動費として交付するものである。 

(ｲ) 実費弁償の原則 

政務活動費は、市政調査研究その他の活動のために、実際に要した費用に充

当する実費弁償を原則とする。 

(ｳ) 按分による支出 

会派及び議員による、「調査研究その他の活動」（政務活動）と、それ以外の

「政党活動」、「選挙活動」、「後援会活動」などが渾然一体となって行われ、調

査研究その他の活動に資する部分が明らかで無い場合は、全額を政務活動費に

よって支出することは不適当であり、他の活動の実績に応じて按分し支出する

按分の考え方を導入すべきものと考える。 

(ｴ) 執行にあたっての原則 

政務活動費の使途については、指針によるほか、会派又は交付対象議員の自

律的な判断に委ねられているため、政務活動費が調査研究その他の活動に資す

るため必要な経費を賄うものであることを踏まえ、会派及び交付対象議員の責

任において適正な執行に努めることとする。 

政務活動費が公金であることから、使途内容についての透明性確保が求めら

れているため、会派又は交付対象議員において市民への説明責任を果たすとと

もに、支出伝票及び政務活動記録票における説明の充実等に努めることとする。 

イ 政務活動費の交付対象と充てることができる経費 

政務活動費の交付対象は、条例第３条では、会派及び当該会派の議員で、議員

１人当たりにおいて①会派に対して月額４５０，０００円又は②会派・議員に対

して、会派に月額５０，０００円、議員に月額４００，０００円のいずれかの選

択制として、所属議員数を乗じて得た額を会派に交付するとしている。 

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例第１０条別表に、次のと

おり規定されている。 

経費の区分 
支出できる経費 

内容 種類 

１ 調査研究費 会派又は交付対象議員が市

の事務、地方行財政等に関し 

会場借上料、委託料、講師謝

礼、食糧費、印刷製本費、消 
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 て調査研究をするのに要する

経費 

耗品費、資料購入費、旅費、

バス等借上料、出席負担金等 

２ 研修費 会派又は交付対象議員が研

修会を開催し、又は他の団体

等が開催する研修会に参加す

るのに要する経費 

会場借上料、委託料、講師謝

礼、食糧費、印刷製本費、消

耗品費、資料購入費、旅費、

出席負担金等 

３ 広報・広聴費 会派又は交付対象議員がそ

の活動若しくは市政について

市民に広報し、又は市民の要

望、意見等の聴取若しくは市 

民相談を行うのに要する経費 

会場借上料、印刷製本費、ホ

ームページ等製作費、食糧

費、送料、旅費等 

４ 要請・陳情活

動費 

会派又は交付対象議員が国

等に対する要請又は陳情の活

動を行うのに要する経費 

印刷製本費、旅費等 

５ 会議費 会派又は交付対象議員が各

種会議を開催し、又は他の団

体等が開催する意見交換会等

各種会議に参加するのに要す

る経費 

会場借上料、委託料、食糧

費、印刷製本費、消耗品費、

資料購入費、旅費、出席負担

金等 

６ 資料費 会派又は交付対象議員がそ

の活動に必要とする資料を購

入し、若しくは利用し、又は

作成するのに要する経費 

印刷製本費、委託料、図書雑

誌購入費、新聞購読料、デー

タベース利用料等 

７ 人件費 会派又は交付対象議員がそ

の活動の補助者を雇用するの

に要する経費 

報酬・日当、交通費、社会保

険料等 

８ 事務費 会派又は交付対象議員がそ

の活動に係る事務を処理する

のに要する経費 

消耗品費、事務機器・備品等

賃借料、事務機器・備品等購

入費、電話料、送料等 

９ 事務所費 会派又は交付対象議員がそ

の活動に必要な事務所の設置

及び管理に要する経費 

事務所賃借料、維持管理費等 

ウ 交付等の事務手続の流れ 

(ｱ) 交付申請手続（条例第５条第１項） 

政務活動費の交付を受けようとするときは、会派の代表者及び交付対象議員
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は、年度当初に議長を経由して市長に申請する。 

(ｲ) 交付決定（条例第５条第２項） 

市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の決定をしたと

きは、議長を経由して会派の代表者又は交付対象議員に通知する。 

(ｳ) 支出請求（規則第３条、第８条） 

会派の代表者及び交付対象議員は、毎月政務活動費の請求を行う。政務活動

費は毎月１０日に交付される。 

(ｴ) 政務活動費の活用、整理・調製（条例第９条、指針） 

政務活動費の交付を受けている会派は、政務活動費に関する経理を的確に処

理するため、所属議員の中から経理責任者１人を置かなければならない。また、

交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理を的確に処理しなければなら

ない。政務活動費を活用する際には、支出伝票の作成、領収書等の整理（支出

伝票に貼付等）、会計帳簿の記帳等を行う。また、四半期ごとに支出伝票、領収

書等、会計帳簿等の整理・調製を行う。 

(ｵ) 収支報告書等の提出（条例第１１条、指針） 

会派の代表者及び交付対象議員は、交付翌年度の４月３０日までに、交付に

係る収入及び支出について議長に報告する。この場合、収支報告書のほか、支

出伝票一覧表（写し）、支出伝票（写し）、領収書等（写し）、政務活動記録票

（写し）等を提出する。議長はこれらの提出があったときは、速やかにその写

しを市長に提出する。 

(ｶ) 剰余金の返還（条例第１２条、規則第１１条） 

交付された政務活動費に剰余金が生じた場合、会派の代表者及び交付対象議

員は、市長の発行する納付書により、速やかに返還を行う。 

(ｷ) 議会局による点検・確認作業、閲覧準備等（指針） 

議会局は、会派の代表者及び交付対象議員から提出された収支報告書等を閲

覧に供するに当たり、記載・押印漏れ、添付書類の不備、費用弁償との重複、

按分率等の説明漏れ及び合計額等の確認などの形式的要件の確認を行うととも

に、個人情報のマスキングを行う。 

(ｸ) 収支報告書等の閲覧（条例第１５条、規則第１４条） 

議長は、交付翌年度の６月３０日から収支報告書等を一般の閲覧に供する。 

(ｹ) 関係帳簿の保管（規則第９条、指針） 

会派の経理責任者及び交付対象議員は、収支報告書、支出伝票一覧表、支出

伝票、領収書等、会計帳簿関係書類、事務所台帳等を収支報告書提出日の属す

る年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管する。 

(2) 本件各議員による支出について 
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請求人が対象としている令和６年度の政務活動費の支出は、次のとおりである。 

ア 青木議員による支出について 

広報・広聴費として、株式会社タウンニュース社（以下「Ａ社」という。）に対

し、令和７年１月２３日付けで５１４，５８０円（振込手数料８８０円を含む。）

を支出した（以下「本件支出①」という。）。 

イ 石田議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年５月２０日付け、同年７月５日付

け、同月３０日付け、同年８月２２日付け、同年１０月５日付け、同年１１月８

日付け、同年１２月６日付け、令和７年１月１０日付け、同年２月５日付け、同

月２６日付け及び同年３月３０日付けで小計２，９９６，２９０円並びにヤマナ

カプリントに対し、令和６年４月２０日付け、令和７年１月２０日付け、同年３

月２０日付けで小計６４２，０８６円の合計３，６３８，３７６円を支出した

（以下「本件支出②」という。）。なお、請求人は、広報・広聴費として、Ａ社に

対し、令和６年４月２６日付けで支出したと主張するが、請求人が提出した資料

からその事実を確認することはできない。 

ウ 上原議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年１２月１０日付け、令和７年２月  

２８日付け及び同年３月３１日付けで小計１，９１６，６４０円、プラスフィー

リングに対し、同月２０日付けで４６８，６００円、ラクスル株式会社（以下

「Ｂ社という。」）に対し、同月１８日付けで７５，３６６円、社会福祉法人なご

み福祉会多摩川あゆ工房に対し、同月２７日付けで２８６，５５０円（振込手数

料５５０円を含む。）並びに日本郵便株式会社（以下「Ｃ社」という。）に対し、

同月２８日付けで３５７，５００円の合計３，１０４，６５６円を支出した（以

下「本件支出③」という。）。 

エ 大島議員による支出について 

広報・広聴費として、株式会社北斗（以下「Ｄ社」という。）に対し、令和６年 

５月２３日付け、同年８月１９日付け、同年１２月１１日付け及び令和７年３月

４日付けで合計３，２９３，４３２円を支出した（以下「本件支出④」という。）。 

オ 各務議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年７月１６日付け及び令和７年３月  

２４日付けで合計５７０，９００円（振込手数料１，１００円を含む。）を支出し

た（以下「本件支出⑤」という。）。 

カ 末永議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年５月９日付け、同月２０日付け、

同年８月１６日付け、同年１０月１７日付け、同年１１月１１日付け、令和７年
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１月１７日付け及び同年２月２８日付けで小計２，５６６，０８０円（振込手数

料３，８５０円を含む。）、株式会社アルファメディアに対し、令和６年６月２６

日付け、同年７月２４日付け、同年１２月１６日付け、令和７年２月４日付け及

び同年３月３１日付けで小計２７７，７５０円（振込手数料２，７５０円を含

む。）、株式会社ミッドウィン（以下「Ｅ社」という。）に対し、令和６年７月１１

日付け、同年９月１２日付け、令和７年１月６日付け及び同年３月２１日付けで

小計５９４，３３０円（振込手数料３３０円を含む。）並びに株式会社プリントパ

ック（以下「Ｆ社」という。）に対し、令和６年７月２２日付け、同年１２月５日

付け、同月６日付け及び令和７年２月１４日付けで小計１９１，４１５円の合計

３，６２９，５７５円を支出した（以下「本件支出⑥」という。）。 

キ 野田議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年９月５日付け、令和７年１月２３

日付け及び同年３月１９日付けで合計１，４０３，６００円を支出した（以下

「本件支出⑦」という。）。 

ク 橋本議員による支出について 

広報・広聴費として、Ｃ社に対し、令和６年５月１７日付け、同年８月１３日

付け、同年１１月２９日付け、令和７年１月６日付け及び同年２月１９日付けで

小計１，７１２，５０９円、株式会社ニッケン石橋に対し、令和６年７月１６日

付け、同年１０月２２日付け及び令和７年１月１７日付けで小計４０５，９００

円並びに株式会社シースリーに対し、令和６年８月５日付け、同年１１月２７日

付け及び令和７年２月１４日付けで小計９２５，６５０円（振込手数料１，６５

０円を含む。）の合計３，０４４，０５９円を支出した（以下「本件支出⑧」とい

う。）。 

ケ 原議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年４月２４日付け、同年５月２９日

付け、同年６月２８日付け、同年９月２７日付け、同年１０月３１日付け、令和

７年１月３１日付け及び同年３月２８日付けで小計１，５８８，０７０円、株式

会社川崎三省堂に対し、令和６年１２月２７日付けで１１５，５００円並びにＣ

社に対し、同日付けで４２８，１８７円の合計２，１３１，７５７円を支出した

（以下「本件支出⑨」という。）。 

コ 本間議員による支出について 

広報・広聴費として、川崎区文化協会（以下「Ｇ協会」という。）に対し、令和

６年４月２６日付けで３，０００円、川崎今昔会（以下「Ｈ会」という。）に対し、

同年６月１４日付けで３，０００円、川崎市日韓親善協会（以下「Ｉ協会」とい

う。）に対し、同月２２日付けで５，０００円、川崎沖縄県人会（以下「Ｊ会」と
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いう。）に対し、同年７月２８日付けで２，０００円、パークコミュニティよこす

か（以下「Ｋ社」という。）に対し、令和７年１月２９日付けで２，０００円、三

笠公園駐車場（以下「Ｌ駐車場」という。）に対し、同日付けで９４０円、神奈川

県湘南港駐車場株式会社リビエラリゾー卜（以下「Ｍ駐車場」という。）に対し、

同年２月１１日付けで３００円、日本駐車場開発株式会社ワークピア横浜（以下

「Ｎ駐車場」という。）に対し、同年３月１７日付けで３００円、Ａ社に対し、同

年１月２０日付け及び同年３月２８日付けで小計４４９，３５０円、Ｃ社に対し、

同月２７日付け及び同月３０日付けで小計２２４，３９６円、特定非営利活動法

人エミフルに対し、同月２８日付けで１３８，８３５円並びに光和アドバンス株

式会社に対し、同月３１日付けで４６，８６０円（振込手数料１１０円を含む。）

の合計８７５，９８１円を支出した（以下「本件支出⑩」という。）。 

サ 松原議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年４月２２日付け、同年７月２日付

け、同月２３日付け、同年９月３０日付け、同年１０月１０日付け、同年１２月

２９日付け、令和７年１月１４日付け、同年２月２６日付け、同年３月１９日付

け及び同月２４日付けで合計２，８９２，４９０円を支出した（以下「本件支出

⑪」という。）。 

シ 山田元議員による支出について 

広報・広聴費として、Ｂ社に対し、令和６年４月１４日付け、同年５月１０日

付け、同年８月９日付け、同年１２月５日付け及び令和７年３月２２日付けで小

計６７９，２７４円、Ｃ社に対し、令和６年４月１７日付け、同年８月１３日付

け及び同年１２月２５日付けで小計２３８，３７７円、町田広告合同会社（以下

「Ｏ社」という。）に対し、同年５月１５日付け及び同年１２月２日付けで小計６

５５，１６０円（振込手数料６６０円を含む。）、Ａ社に対し、同年７月３日付け、

同月１０日付け、令和７年１月６日付け、同年３月１１日付け及び同月１９日付

けで小計１，２０８，３５０円（振込手数料１，１００円を含む。）、松浦森郎

（以下「Ｐ氏」という。）に対し、令和６年８月２２日付け及び同年１１月２７日

付けで小計１５０，６６０円（振込手数料６６０円を含む。）並びに４ｒｅｓｔ合

同会社（以下「Ｑ社」という。）に対し、令和７年３月２４日付けで７５，３３０

円（振込手数料３３０円を含む。）の合計３，００７，１５１円を支出した（以下

「本件支出⑫」という。）。 

ス 岩田議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年５月１０日付け、同年６月２８日

付け、同年７月１２日付け、同年８月１６日付け、同年９月１３日付け、同年１

０月１１日付け、同月２５日付け、同年１２月２０日付け、令和７年１月１７日

8



 
 

付け、同年２月１４日付け及び同年３月２１日付けで小計２，８８２，１６５円、

Ｅ社に対し、同月１４日付けで４５４，９２９円（振込手数料２２０円を含む。）、

Ｆ社に対し、同月２６日付けで５７７，６３５円並びに株式会社矢向朝日に対し、

同日付けで１３２，４８４円（振込手数料２２０円を含む。）の合計４，０４７，

２１３円を支出した（以下「本件支出⑬」という。）。 

セ 高戸議員による支出について 

広報・広聴費として、ｄｅｓｉｇｎ Ｅｌｅｔｔｏに対し、令和６年４月１日

付けで６６２，３４７円、Ａ社に対し、同年５月１４日付け、同年８月８日付け、

同年１１月７日付け及び令和７年１月７日付けで小計７２９，９６０円（振込手

数料１，３２０円を含む。）、株式会社モイヨンデザインワークスに対し、令和６

年９月１５日付け及び同年１２月６日付けで小計２８９，２３４円（振込手数料

４４０円を含む。）、Ｃ社に対し、同月２５日付けで３４，９６８円、Ｅ社に対し、

令和７年１月７日付けで３６４，８０９円（振込手数料４４０円を含む。）並びに

駐車場代として令和６年４月２８日付け、同年５月２７日付け、同年６月２６日

付け、同年７月２８日付け、同年８月３０日付け、同年９月２９日付け、同年１

０月３０日付け、同年１１月２６日付け、同年１２月２８日付け、令和７年１月

３１日付け、同年２月２６日付け及び同年３月３１日付けで小計１１１，２２０

円の合計２，１９２，５３８円を支出した（以下「本件支出⑭」という。）。 

ソ 那須野議員による支出について 

広報・広聴費として、Ｆ社に対し、令和６年４月２６日付け、同年５月２１日

付け、同年６月４日付け及び同年７月２日付けで小計１０７，７８０円、ＤＹＤ

ＡＹＳ ＤＥＳＩＧＮ（以下「Ｒ社」という。）に対し、同年６月２６日付け、同

年７月２６日付け及び令和７年３月２５日付けで小計１，２２０，３４０円（振

込手数料１，５４０円を含む。）、Ａ社に対し、令和６年７月２６日付け、同年９

月２７日付け、同年１２月２４日付け、令和７年２月２５日付け及び同年３月１

０日付けで小計１，１３５，２００円、Ｅ社に対し、令和６年９月２７日付け、

同年１２月２３日付け及び令和７年３月２５日付けで小計７０３，５１０円（振

込手数料６６０円を含む。）、Ｏ社に対し、令和７年２月２６日付け及び同年３月

２５日付けで小計５００，９４０円（振込手数料４４０円を含む。）並びに駐車場

代として令和６年４月２６日付け、同年５月３１日付け、同年６月２８日付け、

同年７月３１日付け、同年８月２９日付け、同年９月２８日付け、同年１０月３

１日付け、同年１１月２９日付け、同年１２月２２日付け、令和７年１月３１日

付け、同年２月２８日付け及び同年３月２１日付けで小計１３３，４７０円の合

計３，８０１，２４０円を支出した（以下「本件支出⑮」という。）。 

タ 仁平議員による支出について 

広報・広聴費として、株式会社インフォガレージに対し、令和６年７月３日付

け、同月２９日付け、同年１２月１２日付け、令和７年１月２２日付け及び同年
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３月２４日付で小計１，１８３，６３３円（振込手数料１，６５０円を含む。）、

Ａ社に対し、令和６年８月５日付け、令和７年１月８日付け及び同年３月２４日

付けで小計９１９，０５０円並びにＥ社に対し、令和６年９月６日付け、令和７

年１月２７日付け、同年３月５日付け及び同月２４日付けで小計１，７９２，３

６０円（振込手数料１，３２０円を含む。）の合計３，８９５，０４３円を支出し

た（以下「本件支出⑯」という。）。 

チ 三浦議員による支出について 

広報・広聴費として、Ａ社に対し、令和６年６月２８日付け、同年７月２２日

付け、同年１０月１２日付け、同年１１月１２日付け、同年１２月３０日付け及

び令和７年３月１０日付けで小計２，１１９，１５０円、株式会社イーシンコミ

ュニケーションズに対し、令和６年９月１７日付け及び令和７年３月２８日付け

で小計１，５０３，６４０円並びにＥ社に対し、同年３月１４日付けで３１９，

０００円の合計３，９４１，７９０円を支出した（以下「本件支出⑰」という。）。 

ツ 三宅議員による支出について 

広報・広聴費として、株式会社ヴィアックスに対し、令和６年１１月１日付け

及び令和７年３月２８日付けで合計５，１４０，７０７円（振込手数料１，７６

０円を含む。）を支出した（以下「本件支出⑱」という。）。 

 

２ 監査委員の判断 

(1) 政務活動費の性格について 

法第１００条第１４項では、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、

その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、そ

の議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる」とし、

条例第２条では、「会派（所属議員が１人である場合を含む。以下同じ。）及び議員

は、政務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充

実し、議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動費を適

正に使用しなければならない」としている。 

政務調査費に関しては、「議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の経費の支出

がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断に委ねられる部分がある」（最高

裁第三小法廷平成２２年３月２３日判決）とされ、その執行について「監査委員を

含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち

入ってその使途制限適合性を審査することを予定していないと解される」（最高裁第

一小法廷平成２１年１２月１７日判決）とされている。 

これらの判例の趣旨を踏まえると、政務調査費の後身である政務活動費は、関係

法令を遵守するとともに、政務活動費をどのように使用するかは、会派及び議員の

自主性が尊重されなければならない一方で、政務活動費が市の公金であることから、

使途内容について透明性の確保と説明責任が求められるといえる。 
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(2) 青木議員、石田議員、上原議員、各務議員、末永議員、野田議員、橋本議員、原

議員、松原議員、岩田議員、高戸議員、仁平議員、三浦議員及び三宅議員による支

出の違法性について 

請求人は、Ａ社の地域情報紙に掲載された青木議員、石田議員、上原議員、各務

議員、末永議員、野田議員、原議員、松原議員、岩田議員、高戸議員、仁平議員及

び三浦議員の市政レポート並びに石田議員、上原議員、末永議員、橋本議員、原議

員、岩田議員、高戸議員、仁平議員、三浦議員及び三宅議員が作成した市政レポー

ト（以下「青木議員らによる市政レポート」という。）において、当該議員らの顔写

真、経歴、プロフィール、事務所連絡先等（以下「顔写真等」という。）がそれぞれ

掲載されているところ、これらは、いずれも市政に関する情報を市民に広報する調

査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及びその活動実績をも市民に印象

付けることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙活動、後援会活動としての

効果等も有するものであって、これらの市政レポートの作成、掲載及び配布に係る

支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有するもので、指

針に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるから、按

分により支出することが相当であり、２分の１を超える支出は指針に沿わない違法

なものである旨を主張している。 

以下、本件支出①ないし本件支出③、本件支出⑤ないし本件支出⑨、本件支出⑪、

本件支出⑬、本件支出⑭及び本件支出⑯ないし本件支出⑱が違法又は不当といえる

かについて検討する。 

ア 調査結果 

関係人の提出資料及び調査によって判明した事実は下記のとおりである。 

(ｱ) 青木議員による支出 

本件支出①の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙高津区版の令和

７年１月１日号に掲載されている。 

請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員

及び関係人もそれを否定していないところ、今回の監査において、請求人、関

係職員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認すること

はできないが、Ａ社のホームページで確認できる当該市政レポートでは、紙面

とはレイアウト等が異なる可能性があるものの「川崎の未来へ。動く、進める。」

という表題の市政報告、そして顔写真等が掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出①については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｲ) 石田議員による支出 

本件支出②の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙宮前区版の令和

11



 
 

６年５月１７日号、同年６月２１日号、同年７月１９日号、同年８月１６日号、

同年９月２０日号、同年１０月１８日号、同年１１月１５日号、同年１２月２

０日号、令和７年１月１日号、同月２４日号、同年２月２１日号及び同年３月

２１日号に掲載され、また、「宮前ガバナンス」の令和６年４月号、令和７年１

月号及び同年３月号が作成されている。 

請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員

及び関係人もそれを否定していないところ、今回の監査において、請求人、関

係職員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認すること

はできないが、当該市政レポートのうち、Ａ社のホームページで確認できる地

域情報紙宮前区版の令和６年１１月１５日号、同年１２月２０日号、令和７年

１月１日号、同月２４日号、同年２月２１日号及び同年３月２１日号では、紙

面とはレイアウト等が異なる可能性があるものの石田議員の川崎市議会におけ

る質問などに係る内容と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出②については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｳ) 上原議員による支出 

本件支出③の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙多摩区・麻生区

版の令和６年１０月１８日号、同月２５日号、令和７年１月１日号及び同年３

月２８日号に掲載され、また、市政報告冊子「Ｕｅｈａｒａ Ｐｕｂｌｉｃ 

ｒｅｐｏｒｔ０５」が作成されている。 

請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員

及び関係人もそれを否定していないところ、今回の監査において、請求人、関

係職員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認すること

はできないが、上原議員のホームページで確認できる当該市政レポートでは、

紙面とはレイアウト等が異なる可能性があるものの上原議員の川崎市議会にお

ける質問などに係る内容と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出③については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｴ) 各務議員による支出 

本件支出⑤の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙多摩区・麻生区

版の令和６年６月２８日号及び令和７年３月２１日号に掲載されている。 

請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員

及び関係人もそれを否定していないところ、今回の監査において、請求人、関

係職員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認すること

はできないが、当該市政レポートのうち、Ａ社のホームページで確認できる地
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域情報紙多摩区・麻生区版の令和７年３月２１日号では、紙面とはレイアウト

等が異なる可能性があるもののアピアランスケア助成制度の新設に係る内容と

表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑤については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｵ) 末永議員による支出 

本件支出⑥の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙中原区版の令和

６年４月１２日号、同年５月１０日号、同年７月１２日号、同年８月９日号、

同年１０月１１日号、同年１１月８日号、令和７年１月１日号、同月１０日号

及び同年２月１４日号に掲載され、また、令和６年第１回ないし第４回定例会

及び令和７年第１回定例会に係る市政報告チラシが作成されている。 

請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員

及び関係人もそれを否定していないところ、今回の監査において、請求人、関

係職員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認すること

はできないが、当該市政レポートのうち、Ａ社のホームページで確認できる地

域情報紙中原区版の令和６年１１月８日号、令和７年１月１日号、同月１０日

号及び同年２月１４日号では、紙面とはレイアウト等が異なる可能性があるも

のの末永議員の川崎市議会における質問などに係る内容と表題、そして顔写真

等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑥については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｶ) 野田議員による支出 

本件支出⑦の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙川崎区・幸区版

の令和６年７月５日号、同年１１月１日号及び令和７年２月１４日号に掲載さ

れている。 

当該市政レポートでは、幸市民館及び幸図書館の改修基本計画案などに係る

内容と表題、そして野田議員の顔写真、経歴、プロフィールがそれぞれ掲載さ

れているが、請求人が主張する事務所連絡先等は掲載されていない。 

支出伝票によると、本件支出⑦については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｷ) 橋本議員による支出 

本件支出⑧の対象となる市政レポートとして、市政報告令和６年３月議会号、

同年６月議会号、同年９月議会号及び同年１２月議会号並びに新春市政報告が

作成されている。 

請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員
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及び関係人もそれを否定していないが、今回の監査において、請求人、関係職

員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認することはで

きない。 

支出伝票によると、本件支出⑧については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｸ) 原議員による支出 

本件支出⑨の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙中原区版の令和

６年４月５日号、同年５月３日号、同年６月７日号、同年９月６日号、同年１

０月４日号、令和７年１月１日号及び同年３月７日号に掲載され、また、「機関

紙原のり新聞ＮＯ．１７」が作成されている。 

当該市政レポートでは、原議員の川崎市議会における質問などに係る内容と

表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑨については、「機関紙原のり新聞ＮＯ．１７」

（以下「原議員の按分対象レポート」という。）に係る経費を１０分の７で按分

しているほかは、いずれも経費を按分することなく政務活動費が充てられてい

る。 

(ｹ) 松原議員による支出 

本件支出⑪の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙中原区版の令和

６年３月２９日号、同年４月２６日号、同年５月３１日号、同年６月２８日号、

同年７月２６日号、同年１０月２５日号、同年１１月２９日号、同年１２月２

０日号、令和７年１月１日号及び同年２月２８日号に掲載されている。 

当該市政レポートでは、松原議員の顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑪については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｺ) 岩田議員による支出 

本件支出⑬の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙高津区版の令和

６年５月１０日号、同年６月２８日号、同年７月１２日号、同年８月１６日号、

同年９月１３日号、同年１０月１１日号、同月２５日号、同年１２月２０日号、

令和７年１月１７日号、同年２月１４日号及び同年３月２１日号に掲載され、

また、リーフレットが作成されている。 

当該市政レポートでは、岩田議員の川崎市議会における質問などに係る内容

と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑬については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｻ) 高戸議員による支出 
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本件支出⑭の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙宮前区版の令和

６年５月３日号、同年７月２６日号、同年１０月２５日号及び令和７年１月１

日号に掲載され、また、「市政レポート２０２４年４月号」、「市政レポートＶＯ

Ｌ．５」及び「市政レポートＶＯＬ．６」が作成されている。 

当該市政レポートでは、高戸議員の川崎市議会における質問などに係る内容

と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑭については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｼ) 仁平議員による支出 

本件支出⑯の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙川崎区・幸区版

の令和６年８月２日号、令和７年１月１日号及び同年３月２１日号に掲載され、

また、「市政報告チラシＶＯＬ．５」ないし「市政報告チラシＶＯＬ．８」及び

令和６年８月３０日開催の市政報告会に係る市政報告チラシが作成されている。 

当該市政レポートでは、仁平議員の川崎市議会における質問などに係る内容

と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑯については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｽ) 三浦議員による支出 

本件支出⑰の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙中原区版の令和

６年５月１７日号、同年６月２１日号、同年７月１９日号、同年８月１６日号、

同年９月２０日号、同年１１月１５日号及び令和７年１月１日号に掲載され、

また、「市政レポートＶＯＬ．４」、「市政レポートＶＯＬ．６」及び「市政レポ

ートＶＯＬ．７」が作成されている。 

請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員

及び関係人もそれを否定していないところ、今回の監査において、請求人、関

係職員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認すること

はできないが、当該市政レポートのうち、Ａ社のホームページで確認できる地

域情報紙中原区版の令和６年１１月１５日号及び令和７年１月１日号では、紙

面とはレイアウト等が異なる可能性があるものの三浦議員の川崎市議会におけ

る質問などに係る内容と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑰については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

(ｾ) 三宅議員による支出 

本件支出⑱の対象となる市政レポートとして、「市政レポート」８６号ないし

８９号が作成されている。 
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請求人は、当該市政レポートに顔写真等を掲載していると主張し、関係職員

及び関係人もそれを否定していないところ、今回の監査において、請求人、関

係職員及び関係人から提出された資料及び意見書からその事実を確認すること

はできないが、三宅議員のホームページで確認できる当該市政レポートでは、

紙面とはレイアウト等が異なる可能性があるものの三宅議員の川崎市議会にお

ける質問などに係る内容と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑱については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

イ 判断 

請求人は、市政レポートにおける顔写真等について、いずれも市政に関する情

報を市民に広報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及びその

活動実績をも市民に印象付けることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙

活動、後援会活動としての効果等も有するものである旨を主張する。 

ところで、議会においては、市民の意思を適正に反映することが必要不可欠で

あり、そのためには市民の意思を収集、把握することが議員の調査研究の一つと

して重要であるところ、議員の議会活動及び市政に関する政策等を市民に知らせ

ることは、市政に対する市民の意思を的確に収集、把握するための前提としての

意義を有することから、政務活動費の使途基準として広報・広聴費が認められて

いる。 

このような広報・広聴費の趣旨を踏まえると、当該文書の内容が専ら議会活動

及び市政に関する政策等を市民に知らせるとの内容であると認められる場合、顔

写真等が掲げられていたとしても、それは、当該文書の文責を明らかにし、作成

した文書の内容等について意見等がある者に対し、その受付先を明示する機能を

有するものといえるから、当該文書の内容を変質させるものではなく、社会通念

に照らし相当の範囲である限り広報・広聴の目的を逸脱するものとはいえないと

解すべきである。 

そこで検討するに、青木議員らによる市政レポートでは、各議員の川崎市議会

における質問などに係る内容がそれぞれ記載され、専ら（ただし、原議員の按分

対象レポートにあっては、顔写真等を除く紙面面積の１０分の３以下の部分を除

く。）当該議員らの議会活動及び市政に関する政策等を市民に知らせる内容となっ

ているところ、Ａ社の地域情報紙各号の紙面では、市政レポートだけではなく他

の地域情報に係る複数の記事が掲載されていることも踏まえれば、市政レポート

が各議員の文責によるものであることを明らかにする必要があるといえる。 

青木議員らによる市政レポートにおける各議員の写真及びプロフィールの掲載

は、広報活動を市民の目に届かせるという効果をあげるための工夫として評価で

16



 
 

きるものであり、確認できる範囲において、青木議員らによる市政レポートの紙

面の多くを占める各議員の議会活動及び市政に関する政策等の情報の内容を変質

させるものではなく、これらの情報の発信者を特定・紹介するものとして、社会

通念に照らし相当の範囲であると認められ、広報・広聴の目的を逸脱するものと

はいえない。 

また、各議員の事務所の連絡先の電話番号の表示等についても、青木議員らに

よる市政レポートの内容について意見等がある者に対し、その連絡先を示すもの

といえる。 

会派の広報紙及び議員個人の広報紙については、政務活動に明らかに関連しな

いものを除いて政務活動費として支出が可能とするのが、指針の考え方であるこ

とからすると、顔写真等も含めて政務活動費として支出を認めることには合理的

な根拠がある。 

請求人は、他都市の政務活動費に関する裁判例を示して、顔写真等を掲載した

青木議員らによる市政レポートの作成、掲載及び配布に関する広報・広聴費とし

ての政務活動費の支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を

併有するもので、指針に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出で

あるといえるから、按分により支出することが相当である旨を主張する。しかし、

請求人が引用する仙台高裁令和４年１２月２１日判決の判決文の中でも、他の自

治体の事情が同一とはいい難いと指摘されているように、他都市の政務活動費に

関する裁判における判断は、必ずしも本市の政務活動費において妥当するもので

はない（最高裁第三小法廷平成２２年３月３０日判決を踏まえても、この判断は

左右されない。）。例えば、仙台市の政務活動費取扱い手引書によると、広報紙や

ホームページに係る経費は、その内容に政務活動以外の活動等に関する記述等が

ある場合は経費を按分することを基本にしており、政務活動に明らかに関連しな

いものを除いて政務活動費として支出が可能とする指針に基づいた本件支出とは

前提を異にするものである。 

なお、本件において、請求人は青木議員らによる市政レポートに顔写真等が掲

載されていると主張しているものの、石田議員、各務議員、末永議員及び三浦議

員の市政レポートの一部並びに橋本議員の市政レポートの全部について、請求人、

関係職員及び関係人の提出資料並びに調査からは、掲載の事実を確認することが

できなかった。しかし、青木議員らが市政レポートに顔写真等を掲載しながら、

それに係る経費について、按分をせずに政務活動費として支出したことのみもっ

て当該支出を不適法とする本請求における請求人の主張からすれば、石田議員、

各務議員、末永議員、橋本議員及び三浦議員の市政レポートの一部又は全部に係

る市政レポートへの顔写真等の掲載の有無が上記判断を左右するものではない。 
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その他、顔写真等を掲載した青木議員らによる市政レポートの作成、掲載及び

配布に関する広報・広聴費の支出について、違法又は不当と認めるに足りる証拠

はない。 

したがって、本件支出①ないし本件支出③、本件支出⑤ないし本件支出⑨、本

件支出⑪、本件支出⑬、本件支出⑭及び本件支出⑯ないし本件支出⑱が違法であ

るとの請求人の上記主張は理由がない。 

(3) 大島議員による支出の違法性について 

請求人は、大島議員がＤ社を選定した理由はＤ社のデザインやレイアウトの技

術・能力が高く評価され、大手広告会社の下請けを任されるなどの実績を有してい

ること等が理由であるが、Ｄ社が印刷や広告の知識、経験が豊富であることを裏付

ける根拠は何ら示されていないこと、大島議員とＤ社との間の発注書及び契約書並

びに大島議員による市政レポートに関するＤ社と下請け業者との発注書、見積書、

請求書、領収書等の資料が公開されていないことから、大島議員のＤ社に対する市

政レポート作成に関する各支出は、委託内容を明確にした上で、契約を締結してい

ないのであり、よって、当該支出は政務活動費の使途基準等に適合せず違法である

旨を主張している。 

以下、本件支出④が違法又は不当といえるかについて検討する。 

ア 調査結果 

関係人の提出資料によって判明した事実は以下のとおりである。 

本件支出④に係る契約金額は、原稿制作費としてレイアウト・フィニッシュ、

コピーライト、修整、入稿データ作成に係る費用のほか、印刷費として製版・簡

易校正、刷版、印刷、断裁、折り加工、用紙、納品に係る費用となっている。 

なお、本件支出④の対象となった成果物は、「自由民主３月議会号（令和６年５

月１４日発行）」、「自由民主６月議会号（令和６年８月９日発行）」、「自由民主９

月議会号（令和６年１１月２９日発行）」及び「自由民主１２月議会号（令和７年

２月１４日発行）」で、写しが提出されている。 

Ｄ社の営業方針として、得意顧客とその紹介先の仕事のみを対象に事業を展開

しており、自社の広告は積極的には行っていないが、大島議員は、Ｄ社に仕事を

依頼していた他の議員の紹介によって、Ｄ社の社長と話をする機会があり、誠実

で真面目な人柄に信頼できるとの印象を持ち、仕事を依頼し、その対応のよさや

仕事の質の高さから、継続して広報物の制作を依頼しているとのことであった。 

イ 判断 

本件支出④によって作成された成果物をみても、市政レポートとして十分な品

質を有しているといえ、Ｄ社が印刷業者として不適切であるとはいえない。 

また、本件支出④の対象となった成果物はいずれも現実に作成されているもの
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と認められ、印刷物を発注した際の見積書には見積内容、単価等が詳しく記載さ

れていることからすれば、委託内容が不明確であるということはできない。 

請求人は、Ｄ社の代表取締役が別に争われている損害賠償請求等住民訴訟事件

の証人尋問に出頭しなかったことを指摘して縷々主張するが、証人尋問への出頭

の有無は市政レポートの作成業務の質ないし委託内容とは何ら関係がない。 

その他、本件支出④が違法又は不当と認めるに足りる証拠はない。 

したがって、本件支出④が違法又は不当であるとの請求人の上記主張は理由が

ない。 

(4) 本間議員による支出の違法性について 

請求人は、本間議員の政務活動費の支出のうち、Ｇ協会及びＨ会への支出につい

ては政務活動にかかわる必要な情報を得るものではなく、また、Ｉ協会及びＪ会へ

の支出については日本及び大韓民国（以下「韓国」という。）の国民の親善及び懇親

を目的とするもの並びに沖縄県出身の市内在住者との親睦及び懇親を目的とするも

のに過ぎず、政務活動にかかわる必要な情報を得るものではなく、支出の合理的必

要性がないことから、広報・広聴費としての支出は違法である旨を主張している。 

また、Ｎ駐車場への支出については、警備業政治連盟総会への出席に要する経費

であるが、意見・情報交換を行う場合ではなく、指針に適合しない支出であること

から、広報・広聴費としての支出は違法である旨を主張している。 

加えて、Ｋ社、Ｌ駐車場及びＭ駐車場への支出については、市政について市民に

広報し、又は市民の要望、意見等の聴取若しくは市民相談を行うのに要する経費で

はないから、広報・広聴費としての支出は違法である旨を主張している。 

さらに、請求人は、Ａ社の地域情報紙に掲載された本間議員の市政レポート及び

本間議員が作成した市政レポート（以下「本間議員による市政レポート」という。）

において、顔写真等がそれぞれ掲載されているところ、これらは、いずれも市政に

関する情報を市民に広報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及

びその活動実績をも市民に印象付けることによって支援者を獲得、保持するなどの

選挙活動、後援会活動としての効果等も有し、特に、本間議員はそのような効果等

も有することを認識していたものであって、これらの市政レポートの作成、掲載及

び配布に係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有す

るもので、指針に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるとい

えるから、按分により支出することが相当であり、２分の１を超える支出は指針に

沿わない違法なものである旨を主張している。 

以下、本件支出⑩が違法又は不当といえるかについて検討する。 

ア 調査結果 

関係人の提出資料及び調査によって判明した事実は以下のとおりである。 
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(ｱ) Ｇ協会への支出は、同協会の年会費である。 

川崎市ホームページによれば、同協会は、川崎区の文化団体・文化人の相互

の緊密な連絡協調を図るとともに、各種の文化活動を振興して市民文化の向上

に資することを目的とする団体であり、俳句大会、美術展、子ども芸術祭等の

文化活動を実施しているとされており、本間議員はその理念に賛同し、かつイ

ベント等に議員の立場で参加することで市民と交流し、川崎市の振興・発展の

ための政務活動に役立てているとのことであった。 

(ｲ) Ｈ会への支出は、同会の年会費である。 

本間議員によれば、同会は、川崎市の歴史的事象や伝統習俗の保存、普及に

務め、市民生活と郷土愛の高揚をはかり、もって文化都市の建設に資すること

を目的とする団体であり、俳句大会、講談などの多岐に渡る文化活動が実施さ

れ、本間議員はその理念に賛同し、かつイベント等に議員の立場で参加するこ

とで市民と交流し、川崎市の振興・発展のための政務活動に役立てているとの

ことであった。 

(ｳ) Ｉ協会への支出は、同協会の年会費である。 

本間議員によれば、同協会は、韓国料理教室の開催や韓国訪問旅行などを通

じて相互の友好を深めているほか、川崎市と富川市の友好都市締結の礎を築く

等、川崎市と韓国との親善の役割も果たしており、意見交換会、バーベキュー

大会などの多岐に渡るイベントが実施され、本間議員はその理念に賛同し、か

つこれらに議員の立場で参加することで市民と交流し、川崎市の振興・発展の

ための政務活動に役立てているとのことであった。 

(ｴ) Ｊ会への支出は、同会の年会費である。 

同会のホームページによれば、同会は、「郷里沖縄の発展と川崎市を第二の故

郷として交流の輪を広げ貢献する。川崎沖縄県人会から近隣に沖縄文化を広め

る」ことを会の理念としている。本間議員はその理念に賛同し、かつ祭りなど

の多岐に渡るイベントに議員の立場で参加することで市民と交流し、川崎市の

振興・発展のための政務活動に役立てているとのことであった。 

(ｵ) Ｎ駐車場への支出は駐車場代である。 

当該支出は、令和７年３月１７日に開催された神奈川県警備業政治連盟の総

会に出席した際のものであり、講演会、懇親会が併せて開かれた。本間議員に

よれば、同連盟ではその他にも研修会や議員との懇談会を実施しており、本間

議員はこれらに参加することで川崎市の振興・発展のための政務活動に役立て

ているとのことであった。 

(ｶ) Ｋ社への支出は、入園料及びフェリー乗船料であり、また、Ｌ駐車場への支

出は、駐車場代である。 
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本間議員によれば、本間議員は、従来から川崎市における港湾振興、海辺の

環境づくりや市民との関わりについて政治活動を進めており、環境委員会等で

の質疑も行っている。上記支出は三笠公園、猿島公園の視察のためにされたも

のであり、そこで得られた知見を川崎市の振興・発展のための政務活動に役立

てているとのことであった。 

(ｷ) Ｍ駐車場への支出は、駐車場代である。 

上記（カ）と同様に、本間議員の政治活動の一環として港湾振興等の知見に

資する目的での湘南港の視察であるとのことであった。 

(ｸ) 本件支出⑩の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙川崎区・幸区版

の令和７年１月１７日号及び同年３月２１日号に掲載され、また、「市政レポー

トＮｏ．６５（令和７年予算議会速報版）」が作成されている。 

当該市政レポートでは、本間議員の川崎市議会における質問などに係る内容

と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

(ｹ) 支出伝票によると、本件支出⑩については、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

イ 判断 

(ｱ) Ｇ協会、Ｈ会、Ｉ協会、Ｊ会及びＮ駐車場への支出について 

広報・広聴費は、会派又は交付対象議員がその活動若しくは市政について市

民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取若しくは市民相談を行うのに要す

る経費であるところ、指針では、各種会費について、「政務活動にかかわる必要

な情報を得るため団体等に加入する場合の（月・年）会費等は、合理的必要性

がある場合に限り」、広報・広聴費として支出可能とされている。また、広報・

広聴に係る交通費について、駐車場の経費が支出可能とされている。 

本件についてみると、本間議員は、Ｇ協会、Ｈ会、Ｉ協会及びＪ会に加入し、

イベント等に議員の立場で参加し、市民と交流し、川崎市の振興・発展のため

の政務活動に役立てているとのことであるから、政務活動にかかわる必要な情

報を得るため団体等に加入しているのであり、年会費の支出に合理的必要性が

ないとはいえない。 

また、Ｎ駐車場への支出は神奈川県警備業政治連盟の総会に出席した際の駐

車場代であり、同総会と併せて開催された懇親会に出席し懇談することが、広

報広聴活動に該当しないとはいえない。 

(ｲ) Ｋ社、Ｌ駐車場及びＭ駐車場への支出について 

広報・広聴費は、会派又は交付対象議員がその活動若しくは市政について市

民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取若しくは市民相談を行うのに要す

る経費であるところ、加えて、関係職員によれば、市民からの意見、相談等を
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受けて、現地の視察等を行う際の経費についても広報・広聴費の対象とされて

いる。 

本件についてみると、本件Ｋ社、Ｌ駐車場及びＭ駐車場への支出は、三笠公

園、猿島公園及び湘南港の視察のためのものであるところ、請求人の主張並び

に関係職員及び関係人の提出資料からは、広報・広聴費として、入園料、フェ

リー乗船料及び駐車場代を支出した理由は明らかとはされていないが、一方で、

各視察は、本間議員が市民からの意見、相談等を受けて行ったものではないと

認めるに足りる証拠もないことから、視察に係る入園料、フェリー乗船料及び

駐車場代を広報・広聴費として支出したことが不当であると認めることはでき

ない。 

なお、仮に、三笠公園、猿島公園及び湘南港の視察は、川崎市における港湾

振興、海辺の環境づくりや市民との関わりについての知見に資する目的で行わ

れた政治活動であり、視察に係る入園料、フェリー乗船料及び駐車場代の支出

が広報・広聴費に該当しないものであったとしても、一般に、ある支出が、議

員が報告した費目には該当しない場合でも、別の費目には該当する場合にはそ

の支出は直ちに違法又は不当とはいえないところ（最高裁第二小法廷平成２５

年１月２５日判決参照）、政務活動費では、会派又は交付対象議員が市の事務、

地方行財政等に関して調査研究をするのに要する経費については、調査研究費

として支出することが可能とされており、本件Ｋ社、Ｌ駐車場及びＭ駐車場へ

の支出が調査研究費に該当するものではないとはいえない。 

よって、これらの視察に係る経費を政務活動費として支出したことについて、

違法、不当とまでいうことはできない。 

(ｳ) 本間議員による市政レポートに関する支出について 

本間議員による市政レポートに関する支出については、上記（２）イで述べ

た理由から、違法又は不当とは認められない。 

なお、請求人は、本間議員が市政レポートは投票行動につながる可能性があ

ることは否定できるものではないと思っていたことから、本間議員が市政レポ

ートを発行した目的には選挙活動等が併存していたと主張するが、たとえ本間

議員がそのような可能性を認識していたとしても、そのことをもって直ちに選

挙活動等の目的が併存していたということはできない。 

その他、本件支出⑩が違法又は不当と認めるに足りる証拠はない。 

したがって、本件支出⑩が違法又は不当であるとの請求人の上記主張は理由が

ない。 

(5) 山田元議員による支出の違法性について 

請求人は、山田元議員とＰ氏及びＱ社との間の発注書、契約書等が公開されてい
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ないことから、山田元議員のＰ氏及びＱ社に対する市政レポート作成に関する各支

出は、委託内容を明確にした上で、契約を締結していないのであり、よって、当該

支出は政務活動費の使途基準等に適合せず違法である旨を主張している。 

また、請求人は、Ａ社の地域情報紙に掲載された山田元議員の市政レポート及び

山田元議員が作成した市政レポート（以下「山田元議員による市政レポート」とい

う。）において、顔写真等がそれぞれ掲載されているところ、これらは、いずれも市

政に関する情報を市民に広報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自

身及びその活動実績をも市民に印象付けることによって支援者を獲得、保持するな

どの選挙活動、後援会活動としての効果等も有するものであって、これらの市政レ

ポートの作成、掲載及び配布に係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそ

れ以外の目的を併有するもので、指針に適合する部分とそうでない部分が混在する

一体的支出であるといえるから、按分により支出することが相当であり、２分の１

を超える支出は指針に沿わない違法なものである旨を主張している。 

以下、本件支出⑫が違法又は不当といえるかについて検討する。 

ア 調査結果 

関係人の提出資料によって判明した事実は以下のとおりである。 

山田元議員は、「６月定例会 市政レポート」、「１０月定例会 市政レポート」

及び「１２月定例会 市政レポート」を作成するに当たり、Ｐ氏又はＱ社と業務

委託契約書を締結しており、指針において契約書の提出が義務付けられていない

ため、議長に提出していないが、条例及び指針に従って「支出伝票」、「請求書」

及び「領収書」を公開し、成果物を保管している。 

本件支出⑫の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙川崎区・幸区版の

令和６年７月５日号、同月１２日号、同年１２月２７日号、令和７年３月７日号

及び同月１４日号に掲載され、また、「３月定例会 市政レポート」、「６月定例会 

市政レポート」、「１０月定例会 市政レポート」及び「１２月定例会 市政レポ

ート」が作成されている。 

当該市政レポートでは、山田元議員の川崎市議会における質問などに係る内容

と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑫については、「１０月定例会 市政レポート」等

に係る郵送代を４分の３で按分しているほかは、いずれも経費を按分することな

く政務活動費が充てられている。 

イ 判断 

(ｱ) Ｐ氏及びＱ社への支出について 

請求人は、山田元議員とＰ氏及びＱ社との間の発注書、契約書等が公開され

ていないことから、山田元議員のＰ氏及びＱ社に対する市政レポート作成に関
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する各支出は、委託内容を明確にした上で、契約を締結していないため、指針

に適合しない旨を主張する。 

しかし、指針では、広報紙等の作成及び印刷等について、「作成業務の委託は、

委託先の選定理由及び委託内容を明確にした上で、契約を締結し、成果物は会

派または議員において保管」とされているのみで公開は求められていない。 

本件についてみると、本件支出⑫のうちＰ氏及びＱ社に対する市政レポート

作成に関する各支出について、山田元議員は指針に則って「支出伝票」、「請求

書」及び「領収書」を議長に提出し、成果物を保管している。「請求書」には、

それぞれ「市政報告作成」と記載されていることからも、成果物はいずれも現

実に作成されているものと認められ、委託内容が不明確であるということはで

きない。 

(ｲ) 山田元議員による市政レポートに関するその余の支出について 

山田元議員による市政レポートに関するその余の支出については、上記（２）

イで述べた理由から、違法又は不当とは認められない。 

その他、本件支出⑫が違法又は不当と認めるに足りる証拠はない。 

したがって、本件支出⑫が違法又は不当であるとの請求人の上記主張は理由が

ない。 

(6) 那須野議員による支出の違法性について 

請求人は、那須野議員とＲ社との間の発注書、契約書等が公開されていないこと

から、那須野議員のＲ社に対する市政レポート等作成に関する各支出は、委託内容

を明確にした上で、契約を締結していないのであり、よって、当該支出は政務活動

費の使途基準等に適合せず違法である旨を主張している。 

また、請求人は、Ａ社の地域情報紙に掲載された那須野議員の市政レポート及び

那須野議員が作成した市政レポート（以下「那須野議員による市政レポート」とい

う。）において、顔写真等がそれぞれ掲載されているところ、これらは、いずれも市

政に関する情報を市民に広報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自

身及びその活動実績をも市民に印象付けることによって支援者を獲得、保持するな

どの選挙活動、後援会活動としての効果等も有するものであって、これらの市政レ

ポートの作成、掲載及び配布に係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそ

れ以外の目的を併有するもので、指針に適合する部分とそうでない部分が混在する

一体的支出であるといえるから、按分により支出することが相当であり、２分の１

を超える支出は指針に沿わない違法なものである旨を主張している。 

以下、本件支出⑮が違法又は不当といえるかについて検討する。 

ア 調査結果 

関係人の提出資料及び調査によって判明した事実は以下のとおりである。 
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本件支出⑮のうちＲ社に対する各支出について、Ｒ社は、那須野議員から「市

政レポート ２０２４年４・５月号」、「市政レポート ２０２４年６・７月号」、

「市政レポート ２０２４年７・８月号」、「市政レポート ｖｏｌ．１１」、「市

政レポート ｖｏｌ．１２」及び市政レポート送付用封筒のデザイン制作及び印

刷を受注するに当たり、受注書を発行し、当該受注書には「市政報告ビラデザイ

ン製作費（４，５月分）」などと記載されており、本件支出に係る受注金額は、市

政レポート及び市政レポート送付用封筒のデザイン製作及び印刷に係る費用とな

っている。 

なお、本件支出⑮のうちＲ社に対する支出の対象となった成果物は、「市政レポ

ート ２０２４年４・５月号」、「市政レポート ２０２４年６・７月号」、「市政

レポート ２０２４年７・８月号」、「市政レポート ２０２４年１０・１１月号」、

「市政レポート ｖｏｌ．１１」、「市政レポート ｖｏｌ．１２」及び市政レポ

ート送付用封筒で、写しが提出されている。 

本件支出⑮の対象となる市政レポートは、Ａ社の地域情報紙川崎区・幸区版の

令和６年５月３日号、同年８月９日号、同年１１月８日号、令和７年１月１日号

及び同年２月２１日号に掲載され、また、「市政レポート ２０２４年４・５月

号」、「市政レポート ２０２４年６・７月号」、「市政レポート ２０２４年７・

８月号」、「市政レポート ２０２４年１０・１１月号」、「市政レポート ｖｏｌ．

１１」、「市政レポート ｖｏｌ．１２」、「市政レポート ｖｏｌ．１３」が作成

されている。 

当該市政レポートでは、那須野議員の川崎市議会における質問などに係る内容

と表題、そして顔写真等がそれぞれ掲載されている。 

支出伝票によると、本件支出⑮については、いずれも経費を按分することなく

政務活動費が充てられている。 

イ 判断 

(ｱ) Ｒ社への支出について 

請求人は、那須野議員とＲ社との間の発注書、契約書等が公開されていない

ことから、那須野議員のＲ社に対する市政レポート作成に関する各支出は、委

託内容を明確にした上で、契約を締結していないため、指針に適合しない旨を

主張する。 

しかし、指針では、広報紙等の作成及び印刷等について、「作成業務の委託は、

委託先の選定理由及び委託内容を明確にした上で、契約を締結し、成果物は会

派または議員において保管」とされているのみで公開は求められていない。 

本件についてみると、本件支出⑮のうちＲ社に対する市政レポート作成に関

する各支出について、那須野議員は指針に則って「支出伝票」及び「請求書」
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を議長に提出し、「請求書」には、それぞれ「市政報告ビラ製作費」などとその

内容が記載されている。 

本件支出⑮のうちＲ社に対する支出の対象となった成果物はいずれも現実に

作成されているものと認められ、受注書及び請求書の内容からも委託内容が不

明確であるということはできない。 

(ｲ) 那須野議員による市政レポートに関するその余の支出について 

那須野議員による市政レポートに関するその余の支出については、上記（２）

イで述べた理由から、違法又は不当とは認められない。 

その他、本件支出⑮が違法又は不当と認めるに足りる証拠はない。 

したがって、本件支出⑮が違法又は不当であるとの請求人の上記主張は理由が

ない。 

(6) 結論 

以上のとおり、本件支出①ないし本件支出⑱について違法又は不当と認めること

はできないから、請求人の上記主張はいずれも採用できない。 

よって、本件措置請求はこれを棄却する。 
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川崎市職員措置請求書 

２０２５年９月２４日 

川崎市監査委員 殿 

 

請求人 

住所 〒２１０－８５４４ 

川崎市川崎区砂子１丁目１０番地２ 

ソシオ砂子ビル７階 

川崎合同法律事務所内 

電 話 ０４４－２１１－０１２１ 

ＦＡＸ  ０４４－２１１－０１２３ 

氏名 かわさき市民オンブズマン 

代表幹事 渡辺 登代美 

同      星野 文紀 

 

第１ 請求の趣旨 

１ 青木功雄に対し、政務活動費５１４，５８０円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を行使

するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

２ 石田康博に対し、政務活動費３，８７３，２２６円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

３ 上原正裕に対し、政務活動費３，１０４，６５６円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

４ 大島明に対し、政務活動費３，２９３，４３２円の返還請求権を行使するよう川崎市長に対し勧

告することを求める。 

５ 各務雅彦に対し、政務活動費５７０，９００円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を行使

するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

６ 末永直に対し、政務活動費３，６２９，５７５円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を行

使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

７ 野田雅之に対し、政務活動費１，４０３，６００円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

８ 橋本勝に対し、政務活動費３，０４４，０５９円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を行

使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

９ 原典之に対し、政務活動費１，１８１，３８０円の返還請求権を行使するよう川崎市長に対し勧

告することを求める。 

10 本間賢次郎に対し、政務活動費４４６，２５９円の返還請求権を行使するよう川崎市長に対し勧

告することを求める。 

11 松原成文に対し、政務活動費２，８９２，４９０円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

12 山田瑛理に対し、政務活動費１，６０３，４３５円の返還請求権を行使するよう川崎市長に対し

勧告することを求める。 

別紙１ 
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13 岩田英高に対し、政務活動費４，０４７，２１３円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

14 高戸友子に対し、政務活動費２，１９２，５３８円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

15 那須野純花に対し、政務活動費２，５１０，７８９円の返還請求権を行使するよう川崎市長に対

し勧告することを求める。 

16 仁平克枝に対し、政務活動費３，８９５，０４３円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し勧告することを求める。 

17 三浦恵美に対し、政務活動費３，９４１，７９０円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し、勧告することを求める。 

18 三宅隆介に対し、政務活動費５，１４０，７０７円のうち按分割合を超える金額の返還請求権を

行使するよう川崎市長に対し、勧告することを求める。 

 

第２ 請求の原因 

１ 対象となる財務会計行為 

(1) 青木功雄は、令和６年度、広報・広聴費として、株式会社タウンニュース社（以下「タウンニ

ュース社」という。）に対し、２０２５年１月２３日付で合計５１４，５８０円の政務活動費を支

出している（資料１の１ないし資料１の３）。 

(2) 石田康博は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年４月２

６日付、同年５月２０日付、同年７月５日付、同月３０日付、同年８月２２日付、同年１０月５

日付、同年１１月８日付、同年１２月６日付、２０２５年１月１０日付、同年２月５日付、同月

２６日付、同年３月３０日付で小計３，２３１，１４０円、ヤマナカプリントに対し、２０２４

年４月２０日付、２０２５年１月２０日付、同年３月２０日付で小計６４２，０８６円、合計３，

８７３，２２６円の政務活動費を支出している（資料２の１ないし資料２の３３）。 

(3) 上原正裕は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年１２月

１０日付、２０２５年２月２８日付、同年３月３１日付で小計１，９１６，６４０円、プラスフ

ィーリングに対し、２０２５年３月２０日付で小計４６８，６００円、ラクスル株式会社に対し、

２０２５年３月１８日付で小計７５，３６６円、社会福祉法人なごみ福祉会多摩川あゆ工房に対

し、２０２５年３月２７日付で２８６，５５０円、日本郵便株式会社（以下「日本郵便」という。）

に対し、２０２５年３月２８日付で３５７，５００円、合計３，１０４，６５６円の政務活動費

を支出している（資料３の１ないし資料３の１９）。 

(4) 大島明は、令和６年度、広報・広聴費として、株式会社北斗（以下「北斗」という。）に対し、

２０２４年５月２３日付、同年８月１９日付、同年１２月１１日付、２０２５年３月４日付で合

計３，２９３，４３２円の政務活動費を支出している（資料４の１ないし資料４の８)。 

(5) 各務雅彦は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年７月１

６日付、２０２５年３月２４日付で合計５７０，９００円の政務活動費を支出している（資料５

の１ないし資料５の５)。 

(6) 末永直は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年５月９日

付、同年５月２０日付、同年８月１６日付、同年１０月１７日付、同年１１月１１日付、２０２

５年１月１７日付、同年２月２８日付で小計２，５６６，０８０円、株式会社アルファメディア
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に対し、２０２４年６月２６日付、同年７月２４日付、同年１２月１６日付、２０２５年２月４

日付、同年３月３１日付で小計２７７，７５０円、株式会社ミッドウィン（以下「ミッドウィン」

という。）に対し、２０２４年７月１１日付、同年９月１２日付、２０２５年１月６日付、同年３

月２１日付で小計５９４，３３０円、株式会社プリントパックに対し、２０２４年７月２２日付、

同年１２月５日付、同月６日付、２０２５年２月１４日付で小計１９１，４１５円、合計３，６

２９，５７５円の政務活動費を支出している（資料６の１ないし資料６の６０)。 

(7) 野田雅之は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年９月５

日付、２０２５年１月２３日付、同年３月１９日付で合計１，４０３，６００円の政務活動費を

支出している（資料７の１ないし資料７の６)。 

(8) 橋本勝は、令和６年度、広報・広聴費として、日本郵便に対し、２０２４年５月１７日付、同

年８月１３日付、同年１１月２９日付、２０２５年１月６日付、同年２月１９日付で小計１，７

１２，５０９円、株式会社ニッケン石橋に対し、２０２４年７月１６日付、同年１０月２２日付、

２０２５年１月１７日付で小計４０５，９００円、株式会社シースリーに対し、２０２４年８月

５日付、同年１１月２７日付、２０２５年２月１４日付で小計９２５，６５０円、合計３，０４

４，０５９円の政務活動費を支出している（資料８の１ないし資料８の２２）。 

(9) 原典之は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年４月２４

日付、同年５月２９日付、同年６月２８日付、同年９月２７日付、同年１０月３１日付、２０２

５年１月３１日付、同年３月２８日付で小計１，５８８，０７０円、株式会社川崎三省堂に対し、

２０２４年１２月２７日付で１１５，５００円（７／１０で按分）、日本郵便に対し、２０２４年

１２月２７日付で４２８，１８７円（７／１０で按分）、合計２，１３１，７５７円の政務活動費

を支出している（資料９の１ないし資料９の１８)。 

(10)本間賢次郎は、令和６年度、広報・広聴費として、川崎区文化協会に対し、２０２４年４月２

６日付で３，０００円、川崎今昔会に対し、同年６月１４日付で３，０００円、川崎市日韓親善

協会に対し、同月２２日付で５，０００円、川崎沖縄県人会に対し、同年７月２８日付で２，０

００円、パークコミュニティよこすかに対し、２０２５年１月２９日付で２，０００円、三笠公

園駐車場に対し、同日付で９４０円、神奈川県湘南港駐車場株式会社リビエラリゾー卜に対し、

同年２月１１日付で３００円、日本駐車場開発株式会社ワークピア横浜に対し、同年３月１７日

付で３００円、タウンニュース社に対し、同年１月２０日付、同年３月２８日付で小計４４９，

３５０円、日本郵便に対し、同年３月２７日付、同月３０日付で小計２２４，３９６円、特定非

営利活動法人エミフルに対し、同年３月２８日付で１３８，８３５円、光和アドバンス株式会社

に対し、同年３月３１日付けで４６，８６０円、合計８７５，９８１円の政務活動費を支出して

いる（資料１０の１ないし資料１０の２８)。 

(11)松原成文は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年４月２

２日付、同年７月２日付、同月２３日付、同年９月３０日付、同年１０月１０日付、同年１２月

２９日付、２０２５年１月１４日付、同年２月２６日付、同年３月１９日付、同月２４日付で合

計２，８９２，４９０円の政務活動費を支出している（資料１１の１ないし資料１１の２６)。 

(12)山田瑛理は、令和６年度、広報・広聴費として、ラクスル株式会社に対し、２０２４年４月１

４日付、同年５月１０日付、同年８月９日付、同年１２月５日付、２０２５年３月２２日付で小

計６７９，２７４円、日本郵便に対し、２０２４年４月１７日付、同年８月１３日付、同年１２

月２５日付で小計２３８，３７７円、町田広告合同会社に対し、２０２４年５月１５日付、同年
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１２月２日付で小計６５５，１６０円、タウンニュース社に対し、２０２４年７月３日付、同月

１０日付、２０２５年１月６日付、同年３月１１日付、同月１９日付で小計１，２０８，３５０

円、松浦森郎に対し、２０２４年８月２２日付、同年１１月２７日付、２０２５年３月２４日付

で小計２２５，９９０円、合計３，００７，１５１円の政務活動費を支出している（資料１２の

１ないし資料１２の５９)。 

(13)岩田英高は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年５月１

０日付、同年６月２８日付、同年７月１２日付、同年８月１６日付、同年９月１３日付、同年１

０月１１日付、同月２５日付、同年１２月２０日付、２０２５年１月１７日付、同年２月１４日

付、同年３月２１日付で小計２，８８２，１６５円、ミッドウィンに対し、２０２５年３月１４

日付で４５４，９２９円、株式会社プリントパックに対し、２０２５年３月２６日付で小計５７

７，６３５円、株式会社矢向朝日に対し、２０２５年３月２６日付で１３２，４８４円、合計４，

０４７，２１３円の政務活動費を支出している（資料１３の１ないし資料１３の４８）。 

(14)高戸友子は、令和６年度、広報・広聴費として、ｄｅｓｉｇｎ Ｅｌｅｔｔｏに対し、２０２

４年４月１日付で６６２，３４７円、タウンニュース社に対し、２０２４年５月１４日付、同年

８月８日付、同年１１月７日付、２０２５年１月７日付で小計７２９，９６０円、株式会社モイ

ヨンデザインワークスに対し、２０２４年９月１５日付、同年１２月６日付で小計２８９，２３

４円、日本郵便に対し、２０２４年１２月２５日付で３４，９６８円、ミッドウィンに対し、２

０２５年１月７日付で３６４，８０９円、駐車場代として２０２４年４月２８日付、同年５月２

７日付、同年６月２６日付、同年７月２８日付、同年８月３０日付、同年９月２９日付、同年１

０月３０日付、同年１１月２６日付、同年１２月２８日付、２０２５年１月３１日付、同年２月

２６日付、同年３月３１日付で小計１１１，２２０円、合計２，１９２，５３８円の政務活動費

を支出している（資料１４の１ないし資料１４の５１）。 

(15)那須野純花は、令和６年度、広報・広聴費として、株式会社プリントパックに対し、２０２４

年４月２６日付、同年５月２１日付、同年６月４日付、同年７月２日付で小計１０７，７８０円、

オカムラヒデトに対し、２０２４年６月２６日付、同年７月２６日付、２０２５年３月２５日付

で小計１，２２０，３４０円、タウンニュース社に対し、２０２４年７月２６日付、同年９月２

７日付、同年１２月２４日付、２０２５年２月２５日付、同年３月１０日付で小計１，１３５，

２００円、ミッドウィンに対し、２０２４年９月２７日付、同年１２月２３日付、２０２５年３

月２５日付で小計７０３，５１０円、町田広告合同会社に対し、２０２５年２月２６日付、同年

３月２５日付で小計５００，９４０円、駐車場代として２０２４年４月２６日付、同年５月３１

日付、同年６月２８日付、同年７月３１日付、同年８月２９日付、同年９月２８日付、同年１０

月３１日付、同年１１月２９日付、同年１２月２２日付、２０２５年１月３１日付、同年２月２

８日付、同年３月２１日付で小計１３３，４７０円、合計３，８０１，２４０円の政務活動費を

支出している（資料１５の１ないし資料１５の１１５)。 

(16)仁平克枝は、令和６年度、広報・広聴費として、株式会社インフォガレージに対し、２０２４

年７月３日付、同月２９日付、同年１２月１２日付、２０２５年１月２２日付、同年３月２４日

付で小計１，１８３，６３３円、タウンニュース社に対し、２０２４年８月５日付、２０２５年

１月８日付、同年３月２４日付で小計９１９，０５０円、ミッドウィンに対し、２０２４年９月

６日付、２０２５年１月２７日付、同年３月５日付、同月２４日付で小計１，７９２，３６０円、

合計３，８９５，０４３円の政務活動費を支出している（資料１６の１ないし資料１６の３６）。 

30



(17)三浦恵美は、令和６年度、広報・広聴費として、タウンニュース社に対し、２０２４年６月２

８日付、同年７月２２日付、同年１０月１２日付、同年１１月１２日付、同年１２月３０日付、

２０２５年３月１０日付で小計２，１１９，１５０円、株式会社イーシンコミュニケーションズ

に対し、２０２４年９月１７日付、２０２５年３月２８日付で１，５０３，６４０円、ミッドウ

ィンに対し、２０２５年３月１４日付で３１９，０００円、合計３，９４１，７９０円の政務活

動費を支出している（資料１７の１ないし資料１７の２５)。 

(18)三宅隆介は、令和６年度、広報・広聴費として、株式会社ヴィアックスに対し、２０２４年１

１月１日付、２０２５年３月２８日付で合計５，１４０，７０７円の政務活動費を支出している

（資料１８の１ないし資料１８の４)。 

２ 財務会計行為の違法性 

(1) 序論 

政務活動費は、地方議会の活性化を図ることを目的とする、地方自治法第１００条１４項に基

づき制定された「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」に基づき、会派及び議員に対

し議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものである。政

務活動費については「地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必

要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に対する

調査研究費等の助成を制度化し、あわせて情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確

保することが重要」（第１４７回通常国会での衆議院地方行政委員長の提案説明）とされており、

「議員は、政務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、

議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動費を適正に使用しなければ

ならない。」（川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第２条抜粋）とされている。 

したがって、政務活動費の使用には、強い透明性と適正さが求められる。 

(2) 青木功雄、石田康博、上原正裕、各務雅彦、末永直、野田雅之、橋本勝、原典之、松原成文、

岩田英高、高戸友子、仁平克枝、三浦恵美及び三宅隆介に対するもの 

青木功雄、石田康博、上原正裕、各務雅彦、末永直、野田雅之、橋本勝、原典之、松原成文、

岩田英高、高戸友子、仁平克枝、三浦恵美及び三宅隆介（以下「青木ら各議員」という。）は、令

和６年度、広報・広聴費として、上記「第２」「１」「（１）」ないし「（３）」、上記「第２」「１」

「（５）」ないし「（９）」及び「（１１）」、上記「第２」「１」「（１３）」及び「（１４）」並びに上記

「第２」「１」「（１６）」ないし「（１８）」のとおり、政務活動費を支出している。 

青木ら各議員の政務活動費の支出については、いずれも市政報告及び市政レポートの作成、掲

載、配布に関するものである。 

そして、青木ら各議員の市政報告及び市政レポートに共通しているのは、青木ら各議員の顔写

真、青木ら各議員の経歴やプロフィール、青木ら各議員の事務所連絡先等が記載されていること

である。 

このような市政報告、市政レポート等の広報紙に記載されている議員の顔写真、議員の経歴や

プロフィール、議員の事務所連絡先等について、仙台高等裁判所２０２２年１２月２１日判決は、

広報紙の発行に係る費用について、顔写真等が掲載された広報紙の発行やホームページの維持等

は、市政に関する情報を市民に広報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及び

その活動実績をも市民に印象付けることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙活動、後援

会活動としての効果等も有するのであり、これらに係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動
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などそれ以外の目的を併有するもので、本件使途基準に適合する部分とそうでない部分が混在す

る一体的支出であるといえるから、按分により支出することが相当というべきである（資料１９・

２０頁２１頁）、広報紙の発行、ホームページの維持等が市民の意識やニーズを把握して議会活

動に反映するための端緒ないし基礎となることや、顔写真等の掲載が表現・構成上の工夫といえ

ること等は、広報紙の発行やホームページの維持等に上記の両面の効果があることを否定するも

のではなく、要した費用を全て政務調査費から支出することを正当化するに足りるものではない

（資料１９・２１頁）、広報紙の発行が市民の会派及び議員に対する支持・不支持や投票行動に影

響することも広報紙の発行の重要な目的及び効果なのであって、これが単なる反射的効果にすぎ

ないということはできない（資料１９・２２頁）、市民への影響がより強まると考えられる顔写真

等が掲載された広報紙の発行に係る支出は、当該顔写真が議員の質問風景等議員の活動の際に撮

影されたものである場合を含め、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有する

もので、本件使途基準に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるか

ら、按分により支出することが相当というべきである（資料１９・２２頁）、２分の１を超える支

出を本件使途基準に沿わない違法なものとすべきである（資料１９・２４頁）等と判示した。 

また、市政報告、市政レポート等の広報紙の配布費用、交付費用等も、市政報告紙等の作成費

用と同様の按分処理が行われている（仙台地方裁判所２０２１年７月７日判決、仙台高等裁判所

２０１８年１０月２４日判決、仙台地方裁判所２０１７年１１月２日判決等）。 

そして、川崎市の政務活動費の運用指針（以下「指針」という。）においても、会派及び議員に

よる、「調査研究その他の活動」（政務活動）と、それ以外の「政党活動」、「選挙活動」、「後援会

活動」などが渾然一体となって行われ、調査研究その他の活動に資する部分が明らかで無い場合

は、全額を政務活動費によって支出することは不適当であり、他の活動の実績に応じて按分し支

出する按分の考え方を導入すべきものと考えると記載されているほか、「合理的な区分が困難な

場合の按分の考え方＜参考＞」として「１ 政務活動＋（後援会活動又は政党活動）政務活動１

／２、後援会活動又は政党活動１／２」との記載もある。 

このような裁判例及び指針の記載を踏まえれば、議員の顔写真、議員の経歴やプロフィール、

議員の事務所連絡先等が記載されている青木ら各議員の市政報告及び市政レポートの作成、掲載、

配布に関する広報・広聴費としての政務活動費の支出は、市政に関する情報を市民に広報する調

査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及びその活動実績をも市民に印象付けることに

よって支援者を獲得、保持するなどの選挙活動、後援会活動としての効果等も有するのであり、

これらに係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有するもので、指

針に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるから、按分により支出

することが相当であり、２分の１を超える支出は指針に沿わない違法なものである。 

なお、原典之については、株式会社川崎三省堂に対する２０２４年１２月２７日付の１１５，

５００円の支出（７／１０で按分）及び日本郵便に対する２０２４年１２月２７日付の４２８，

１８７円の支出はそれぞれ７／１０で按分されていることから、２分の１の按分割合を超える金

額は、８２，４９９円及び３０５，８４７円となり、その余の支出の２分の１の按分割合を超え

る金額は７９４，０３４円となり、それらの合計額は１，１８１，３８０円である。 

(3) 大島明に対するもの 

大島明は、令和６年度、広報・広聴費として、北斗に対し、上記「第２」「１」「（４）」のとお

り、政務活動費を支出している。 
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そして、指針１８頁においては、広報紙等の作成及び印刷等の「作成業務の委託は、委託先の

選定理由及び委託内容を明確にした上で、契約を締結し、成果物は会派または議員において保管」

とされている。 

大島明が、北斗を選定した理由は、印刷や広告の知識、経験が豊富である、デザインやレイア

ウトの技術・能力が高く評価され、大手広告会社の下請けを任されるなどの実績を有している、

北斗の社長は誠実で真面目な人柄で信頼できる、というものである。 

しかし、北斗が印刷や広告の知織、経験が豊富である、デザインやレイアウトの技術・能力が

高く評価され、大手広告会社の下請けを任されるなどの実績を有している、という点につき、大

島明から何ら証拠は提出されておらず、根拠は全くない。 

それだけでなく、令和元年度ないし令和３年度分の政務活動費に関する横浜地方裁判所令和３

年（行ウ）第６６号、第７６号、第８８号、令和４年（行ウ）第６５号損害賠償請求等住民訴訟

事件において、北斗の代表取締役である中村文男氏（以下「中村氏」という。）の証人尋問が採用

され、中村氏に対して裁判所からの呼出状が送達されている（資料２０)。 

しかし、中村氏は、裁判所からの証人尋問の呼出に応じることなく、２０２４年１１月２５日

の関連事件の証人尋問に正当な理由なく出頭しなかった。 

証人尋問に関して、証人が正当な理由なく出頭しなかった場合、決定で訴訟費用の負担や１０

万円以下の過料に処されることがある（民事訴訟法第１９２条第１項）ほか、１０万円以下の罰

金又は拘留に処される（民事訴訟法第１９３条）。 

そのため、中村氏は、行政罰だけでなく、民事訴訟法第１９３条違反の罪の刑事責任を問われ

る可能性があり、明らかな違法行為をしたものである。 

したがって、中村氏が誠実で真面目な人柄であり信頼できるということはあり得ず、また、中

村氏は北斗が印刷や広告の知識、経験が豊富ではないこと、デザインやレイアウトの技術・能力

が高く評価されていないことを露呈させないようにするため証人尋問に出頭しなかったのであ

る。 

さらに、大島明と北斗との間の発注書、契約書及び大島明の市政報告に関する北斗と下請け業

者との発注書、見積書、請求書、領収書等の資料は公開されていない。 

よって、大島明の市政報告の作成については、「委託内容を明確にした上で、契約を締結し」て

いないのであり、政務活動費の支出が指針に適合せず、違法であるから、その支出は認められな

い。 

(4) 本間賢次郎に対するもの 

ア 本間賢次郎は、令和６年度、広報・広聴費として、上記「第２」「１」「（１０）」のとおり、

政務活動費を支出している。 

イ 本間賢次郎の政務活動費の支出のうち、川崎区文化協会、川崎今昔会への支出については政

務活動にかかわる必要な情報を得るものではなく、支出の合理的必要性がない。 

川崎市日韓親善協会、川崎沖縄県人会への支出については、日本及び大韓民国の国民の親善、

懇親を目的とするもの並びに沖縄県出身の市内在住者との親睦、懇親を目的とするものに過ぎ

ず、政務活動にかかわる必要な情報を得るものではなく、支出の合理的必要性がない。 

日本駐車場開発株式会社ワークピア横浜への支出については、警備業政治連盟総会への出席

に要する経費であるが、意見・情報交換を行う場合ではなく、指針に適合しない支出である。 

そして、タウンニュース社、日本郵便、特定非営利活動法人エミフル、光和アドバンス株式
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会社に対する支出は、いずれも市政報告及び市政レポートの作成、掲載、配布に関するもので

あり、本間賢次郎の市政報告及び市政レポートについても、青木ら各議員と同様、本間賢次郎

の顔写真等が記載されている。 

請求人が指摘した仙台高等裁判所２０２２年１２月２１日判決、仙台地方裁判所２０２１年

７月７日判決、仙台高等裁判所２０１８年１０月２４日判決及び仙台地方裁判所２０１７年１

１月２日判決等の裁判例及び指針の記載を踏まえれば、議員の顔写真、議員の経歴やプロフィ

ール、議員の事務所連絡先等が記載されている本間賢次郎の市政報告及び市政レポートの作成、

掲載、配布に関する広報・広聴費としての政務活動費の支出は、市政に関する情報を市民に広

報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及びその活動実績をも市民に印象付

けることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙活動、後援会活動としての効果等も有す

るのであり、これらに係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有

するもので、指針に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるから、

按分により支出することが相当であり、２分の１を超える支出は指針に沿わない違法なもので

ある。 

また、パークコミュニティよこすか、三笠公園駐車場、神奈川県湘南港駐車場株式会社リビ

エラリゾートへの支出については、市政について市民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴

取若しくは市民相談を行うのに要する経費ではないから、広報・広聴費としての支出は違法で

ある。 

したがって、本間賢次郎が支出した政務活動費８７５，９８１円のうち、川崎区文化協会、

川崎今昔会、川崎市日韓親善協会、川崎沖縄県人会、日本駐車場開発株式会社ワークピア横浜、

パークコミュニティよこすか、三笠公園駐車場及び神奈川県湘南港駐車場株式会社リビエラリ

ゾートに対する支出合計１６，５４０円及びその余の支出の２分の１を超える金額４２９，７

１９円の合計額４４６，２５９円の支出は違法なものである。 

(5) 山田瑛理に対するもの 

ア 山田瑛理は、令和６年度、広報・広聴費として、上記「第２」「１」「（１２）」のとおり、政

務活動費を支出している。 

イ 山田瑛理の政務活動費の支出のうち、２０２４年８月２２日付の松浦森郎（以下「松浦」と

いう。）に対する７５，３３０円の支出、同年１１月２７日付の松浦に対する７５，３３０円の

支出及び２０２５年３月２４日の松浦に対する７５，３３０円の支出については、山田瑛理と

松浦との間の発注書、契約書等が公開されていない。 

したがって、山田瑛理の松浦に対する市政レポート作成に関する各支出は、「委託内容を明確

にした上で、契約を締結し」ていないのであり、政務活動費の支出が指針に適合せず、違法で

あるから、その支出は認められない。 

ウ また、山田瑛理の政務活動費の支出については、いずれも市政報告及び市政レポートの作成、

掲載、配布に関するものであり、山田瑛理の市政報告及び市政レポートについても、青木ら各

議員と同様、山田瑛理の顔写真、山田瑛理の経歴やプロフィール、事務所連絡先等が記載され

ている。 

請求人が指摘した仙台高等裁判所２０２２年１２月２１日判決、仙台地方裁判所２０２１年

７月７日判決、仙台高等裁判所２０１８年１０月２４日判決及び仙台地方裁判所２０１７年１

１月２日判決等の裁判例及び指針の記載を踏まえれば、議員の顔写真、議員の経歴やプロフィ
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ール、議員の事務所連絡先等が記載されている山田瑛理の市政報告及び市政レポートの作成、

掲載、配布に関する広報・広聴費としての政務活動費の支出は、市政に関する情報を市民に広

報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及びその活動実績をも市民に印象付

けることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙活動、後援会活動としての効果等も有す

るのであり、これらに係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有

するもので、指針に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるから、

按分により支出することが相当であり、２分の１を超える支出は指針に沿わない違法なもので

ある。 

エ そして、山田瑛理が支出した政務活動費３，００７，１５１円のうち、松浦に対する支出２

２５，９９０円を除いた２，７８１，１６１円のうち、２０２４年１２月２５日の日本郵便に

対する７８，７９６円の支出は既に４分の３で按分された金額であるため、これを除くと２，

７０２，３６５円となる。 

さらに、２０２４年１２月２５日の日本郵便に対する７８，７９６円の支出については、既

に４分の３で按分されているので、按分２分の１を超える金額は、７８，７９６円－（１０５，

０６２÷２）との計算により算定すると、２６，２６４円となる。 

オ したがって、山田瑛理が支出した政務活動費３，００７，１５１円のうち、松浦に対する支

出２２５，９９０円、２０２４年１２月２５日の日本郵便に対する支出のうち２６，２６４円

及びその余の支出の２分の１を超える金額１，３５１，１８１円の合計額１，６０３，４３５

円の支出は違法なものである。 

(6) 那須野純花に対するもの 

ア 那須野純花は、令和６年度、広報・広聴費として、上記「第２」「１」「（１５）」のとおり、

政務活動費を支出している。 

イ 那須野純花の政務活動費の支出のうち、２０２４年６月２６日付のオカムラヒデト（以下「オ

カムラ」という。）に対する１４３，４４０円の支出、同年７月２６日付のオカムラに対する７

１，７２０円の支出、２０２５年３月２５日のオカムラに対する１，００５，１８０円の支出

については、那須野純花とオカムラとの間の発注書、契約書等が公開されていない。 

したがって、那須野純花のオカムラに対する市政報告チラシ作成に関する各支出は、「委託内

容を明確にした上で、契約を締結し」ていないのであり、政務活動費の支出が指針に適合せず、

違法であるから、その支出は認められない。 

ウ また、那須野純花の政務活動費の支出については、いずれも市政報告及び市政レポートの作

成、掲載、配布に関するものであり、那須野純花の市政報告及び市政レポートについても、青

木ら各議員と同様、那須野純花の顔写真、那須野純花の経歴やプロフィール、事務所連絡先等

が記載されている。 

請求人が指摘した仙台高等裁判所２０２２年１２月２１日判決、仙台地方裁判所２０２１年

７月７日判決、仙台高等裁判所２０１８年１０月２４日判決及び仙台地方裁判所２０１７年１

１月２日判決等の裁判例及び指針の記載を踏まえれば、議員の顔写真、議員の経歴やプロフィ

ール、議員の事務所連絡先等が記載されている那須野純花の市政報告及び市政レポートの作成、

掲載、配布に関する広報・広聴費としての政務活動費の支出は、市政に関する情報を市民に広

報する調査研究活動としての側面を有する一方、議員自身及びその活動実績をも市民に印象付

けることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙活動、後援会活動としての効果等も有す
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るのであり、これらに係る支出は、調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有

するもので、指針に適合する部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるから、

按分により支出することが相当であり、２分の１を超える支出は指針に沿わない違法なもので

ある。 

エ したがって、那須野純花が支出した政務活動費３，８０１，２４０円のうち、オカムラに対

する支出１，２２０，３４０円及びその余の支出の２分の１を超える金額１，２９０，４４９

円の合計額２，５１０，７８９円の支出は違法なものである。 

３ 川崎市長の怠る事実について 

川崎市長は地方自治法第１４８条により、自治体の事務を管理し及びこれを執行することになっ

ており、加えて同法第１４９条５号では会計を監督し、同６号では財産を取得し、管理し、及び処

分することが市長の事務となっている。 

また、「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」第５条は市長の交付決定権を定めると

ともに、第１３条は市長に対し、「会派又は交付対象議員における政務活動費の支出がこの条例及

びこの条例に基づく規則の定めに違反したものであると認めたときは、当該交付の決定の全部また

は一部を取り消し」と市長の潜在的調査権につき定め、さらに第１４条では交付の決定を取り消し

たときの返還命令権について定めている。 

したがって、市長はその提出された収支報告書が適正であるかどうかについて調査し、問題があ

れば決定を取り消し、返還命令権を行使する責務を有する。しかし、川崎市長により本件支出につ

いて、政務活動費の支出が適正か調査された形跡はない。川崎市長は、政務活動費の支出を適正に

する義務を怠り多額の違法支出の存在を放置しており、財産管理を怠る事実の存在は明らかである。 

４  請求者 

請求者「かわさき市民オンブズマン」は、川崎市や市議会の行政運営に対し、自覚的な市民意識

を大切にし、住民自治を発展させ、公正で活力ある社会の実現をめざし１９９７年に結成された市

民団体であり、川崎市の行財政運営に対するチェック機能の問題点と今後のあり方について、行政

監査、議会等につき市民的チェックの視点から調査、研究し、積極的な提言を行い、川崎市内各地

域に行政監視のネットワークを広めることを主な活動内容とする団体である。 

５ 地方自治法第２４２条第１項の規定により、以下の添付資料を添え、必要な措置を請求する。 

以 上 

 

添 付 資 料 

別紙証拠説明書のとおり 
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請求人の陳述（要旨） 

 

令和６年度分の政務活動費に関する住民監査請求を行っているが、今回の住民監査請求で対

象としている川崎市議会議員は合計１８名いる。その１８名の議員に対する請求として基本的

に共通しているのは、市政報告、市政レポートなどといったものに各議員の顔写真、各議員の

経歴やプロフィール、事務所連絡先等が記載されているという点にある。 

 このような市政報告、市政レポートなどの広報紙に記載されている議員の顔写真、議員の経

歴やプロフィール、議員の事務所連絡先等については、仙台高等裁判所の令和４年１２月２１

日判決において、広報紙の発行に係る費用について、「顔写真等が掲載された広報紙の発行や

ホームページの維持等は、市政に関する情報を市民に広報する調査研究活動としての側面を有

する一方、議員自身及びその活動実績をも市民に印象づけることによって支援者を獲得、保持

するなどの選挙活動、後援会活動としての効果等も有するものであり、これらに係る支出は、

調査研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有するもので、本件使途基準に適合す

る部分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるから、按分により支出すること

が相当というべきである。」という判示がされている。 

 また、「広報紙の発行、ホームページの維持等が市民の意識やニーズを把握して議会活動に

反映するための端緒ないし基礎となることや、顔写真等の掲載が表現・構成上の工夫といえる

こと等は、広報紙の発行やホームページの維持等に上記の両面の効果があることを否定するも

のではなく、要した費用を全て政務調査費から支出することを正当化するに足りるものではな

い。」といった判示、「広報紙の発行が市民の会派及び議員に対する支持・不支持や投票行動に

影響すること」も「広報紙の発行の重要な目的及び効果なのであって、これが単なる反射的効

果にすぎないということはできない。」という判示がされている。 

 「市民への影響がより強まると考えられる顔写真等が掲載された広報紙の発行に係る支出

は、当該顔写真が議員の質問風景等議員の活動の際に撮影されたものである場合を含め、調査

研究活動の目的と選挙活動などそれ以外の目的を併有するもので、本件使途基準に適合する部

分とそうでない部分が混在する一体的支出であるといえるから、按分により支出することが相

当というべきである。」という判示もされ、結論として、「２分の１を超える支出を本件使途基

準に沿わない違法なものとすべきである。」といった判示をしている。 

 同じような判示は、仙台地方裁判所令和３年７月７日判決、仙台高等裁判所平成３０年１０

月２４日判決、仙台地方裁判所平成２９年１１月２日判決、山形地方裁判所令和５年１１月２

８日判決、仙台高等裁判所令和６年４月２４日判決、岡山地方裁判所令和元年１０月３０日判

決、広島高等裁判所岡山支部令和２年９月１０日判決においてもされており、また、市政報告

の配付費用や交付費用なども市政報告書等の作成費用と同様の按分処理が行われている。 

 このような他自治体の例を参考にすることについては、他自治体の例が川崎市においても直

ちに妥当するわけではないという反論が住民訴訟においてもされているが、このような他自治

体の例を参考にすることを考慮することは否定されるべきものではない。 

 実際に最高裁判所平成２２年３月３０日第三小法廷判決では、議会の定例会等に出席した市

別紙２ 
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議会議員に費用弁償として日額１万円を支給するという札幌市の条例であるが、その定めにつ

き、当該日額が高額に過ぎるので、地方自治法によって与えられた議会の裁量権の範囲を逸脱

して無効であるという点が争われた住民訴訟においては、「このような諸費用の弁償の定め方

は、前記のとおり、指定都市においても様々に異なるものの、本件条例が定めるのと同程度の

定額で費用弁償を支給する指定都市も存在していたのであって、札幌市議会はこのような取扱

いとの均衡をも考慮しつつ、費用弁償を定めていたものということができる。」として、他の

指定都市との均衡をも考慮したことを裁量権の逸脱濫用を否定する考慮要素としている。この

ように最高裁判所においても、他の地方公共団体の例を参考にしたり考慮したりしているので

あって、他の自治体の例を参考にすることを考慮することは否定されるべきものはないので、

川崎市における政務活動費の支出の可否の判断に当たっても、他自治体における判断を考慮す

べきである。 

 そして、今回の住民監査請求の対象の各議員は、市政報告、市政レポートとのタイトルにし

ながら、自分自身の選挙区において顔写真、経歴やプロフィール、事務所連絡先等を記載した

市政報告、市政レポートを配付する、自分自身の選出区版のタウンニュースに市政報告を掲載

するということをしている。 

 また、今回の住民監査請求の対象の各議員は、市政報告の内容と何ら関連性がないにもかか

わらず、顔写真、経歴やプロフィール、事務所連絡先等を記載している。これは明らかに議員

自身及びその活動実績をも市民に印象づけることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙

活動、後援会活動としての効果なども有するものであり、市政報告、市政レポートの作成のた

めに支出した広報・広聴費の２分の１を超える支出を本件使途基準に沿わない違法なものとす

べきである。これについては、市政報告の配付費用、交付費用についても同様である。 

 次に、個別の議員について補足して陳述する。 

 まず、大島明議員であるが、大島明議員は、令和６年度、広報・広聴費として、株式会社北

斗に対して政務活動費を支出している。住民訴訟において大島明議員が北斗を選定した理由に

ついては、印刷や広告の知識、経験が豊富であること、デザインやレイアウトの技術、能力が

高く評価され、大手広告会社の下請を任されるなどの実績を有していること、その北斗の代表

取締役が誠実で真面目な人柄であり、信頼できるという点を挙げている。しかし、その北斗が

印刷や広告の知識、経験が豊富であるとか、デザインやレイアウトの技術、能力が高く評価さ

れていることであるとか、大手広告会社の下請を任されるなどの実績を有しているといった点

については、大島明議員から何ら証拠は提出されておらず、根拠は全くないというべきであ

る。 

 特に令和元年度ないし令和３年度分の政務活動費に関する住民訴訟の横浜地方裁判所令和３

年（行ウ）第６６号、７６号、８８号、令和４年（行ウ）第６５号損害賠償請求等住民訴訟事

件において、北斗の代表取締役に対して呼出しによって証人尋問が採用され、代表取締役に対

して裁判所からの呼出し状が送達されている。この証人尋問は、令和６年１１月２５日に設定

されていたものだが、代表取締役は、裁判所からの証人尋問の呼出しに応じることなく、その

日の証人尋問に正当な理由なく出頭しなかった。民事訴訟法上、証人尋問に関して証人が正当
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な理由なく出頭しなかった場合には、決定で訴訟費用の負担や１０万円以下の過料に処される

ことがあるだけではなく、１０万円以下の罰金または勾留に処されることになる。 

 このように北斗の代表取締役は、行政罰だけではなく、民事訴訟法第１９３条違反の罪の刑

事責任を問われる可能性がある行為をしたのだから、明らかな違法行為をしたものと言わざる

を得ない。したがって、代表取締役が誠実で真面目な人柄であり、信頼できるということはな

く、また、北斗が印刷や広告の知識、経験が豊富ではないこと、デザインやレイアウトの技

術、能力が高く評価されているものではないことを露呈させないようにするために、証人尋問

に出頭しなかったと言うべきである。 

 次に、本間賢次郎議員に対するものであるが、本間賢次郎議員は、タウンニュース社、日本

郵便、特定非営利活動法人エミフル、光和アドバンス株式会社に対して、いずれも市政報告及

び市政レポートの作成、掲載、配付に関する広報・広聴費として政務活動費を支出しており、

本間賢次郎議員の市政報告及び市政レポートについても、本間賢次郎議員の顔写真等が記載さ

れている。このことに関して本間賢次郎議員は、先ほど述べた令和７年３月２６日に実施され

た先行の住民訴訟の証人尋問において、市政報告活動、市政報告書の発行につき、一生懸命活

動しているという姿勢が伝わることによって、最終的に投票行動につながる可能性は否定でき

るものではないと思っているとの証言をしている。 

 これは、資料２１の証人調書にあるが、本間賢次郎議員が、「市政報告活動ですとか、市政

報告書の発行というのは、公務議会活動、政務活動、そうした中の一部ですけれども、それ

を、市民の皆さんにお伝えするために行っているものです。それがひいて、例えばのお話で、

先ほど出ましたけれども、選挙に何らかの有利に働くのではないかということは、一生懸命、

活動をしているという姿勢が伝わることによって、何らかの評価が、人によって行われ、そし

て、それが、最終的に投票行動につながる可能性というのは、」「否定できるというものでもな

いかなと、私は思っております。」との証言をしている。 

 そうであるから、本間賢次郎議員は、市政報告、市政レポート等の作成、発行が、議員自身

及びその活動実績をも市民に印象づけることによって、支援者を獲得、保持するなどの選挙活

動と後援会活動としての効果等も有するものであることを認めたと言うべきであって、市政報

告、市政レポートの作成のために支出した広報・広聴費の２分の１を超える支出を本件使途基

準に沿わない違法なものとすべきである。 

 

※請求人の請求内容を補足した陳述の要旨をまとめたもの 
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関係職員の陳述（要旨） 

 

 資料に沿って、議会局の住民監査請求に係る考え方について説明する。 

 「１ 政務活動費の概要」政務調査費は、平成１２年５月の地方自治法（以下「法」と

いう。）の改正により制度化され、平成１３年４月から施行されることとなった。これ

は、地方議会の果たす役割がますます増大するという流れの中で、地方議会の活性化を図

るため、会派等に対する調査研究費等の助成を制度化し、地方議会議員の調査研究活動基

盤の充実を図ることとされたものである。その後、平成２４年に、従来調査研究活動とし

て認められていなかった対外的な陳情活動などのための旅費や交通費、会議に要する経費

などにも使途が拡大できるようにされ、名称も政務活動費と変更された。 

 川崎市議会では、平成１３年４月１日に「川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条

例」を施行して以来、数回改正を行い、令和２年６月３０日からは、政務活動費に係る収

支報告書の市議会ホームページでの公開を開始している。 

 政務活動費の交付の対象、額、交付の方法、具体的に充てることができる経費の範囲に

ついては、法により条例で定めることになっている。本市では、法第１００条第１４項か

ら第１６項までの規定に基づき、「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」（以下

「条例」という。）、「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則」（以下「規

則」という。）を制定し、会派及び議員に対し、川崎市議会議員の調査研究その他の活動

に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付している。 

 この政務活動費の制度は、会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会の審議

能力の向上、議会の活性化に資することを目的としているものであり、政務活動費が公金

であることから、その使途について透明性の確保や市民に説明責任を負うことを認識し

て、適正に使用することが求められている。 

 「２ 政務活動費の性格」法第１００条第１４項は、「議会の議員の調査研究その他の

活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務

活動費を交付することができる。」と規定している。 

 実際の会派や議員が行う調査研究その他の活動の内容を考えると、議会が、長その他執

行機関を監視する責務を負っていることから、自ずと執行機関に対する批判や監視という

性格となるものである。このことについて、平成２１年１２月１７日最高裁判所第一小法

廷判決では、「政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための政務調査

活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機関と議会ないしこれを構成する

議員又は会派との抑制と均衡の理念にかんがみ、議会において独立性を有する団体として

自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として、政務調査費の適正な使用について

の各会派の自律を促すとともに、政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を

防止しようとするところにある」とし、政務調査費条例は、「政務調査費の支出に使途制

別紙３ 
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限違反があることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、執

行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制

限適合性を審査することを予定していないと解される」と判示している。 

 また、平成２２年３月２３日最高裁判所第三小法廷判決での、「議員の調査研究活動は

多岐にわたり、個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断にゆ

だねられる部分がある」との判示を踏まえると、政務活動費は、法の規定に基づく条例、

規則における使途基準の範囲内で使わなければならないことは当然として、政務活動費を

どのように使用するかについては、会派及び議員の自主性を尊重し、その裁量に委ねると

いうのが法及び条例の趣旨であると考えられる。 

 一方、政務活動費については、法第１００条第１６項で、議長が使途の透明性の確保に

努めることが規定されているとともに、平成２６年１０月２９日最高裁判所第二小法廷判

決では、「政務調査費によって費用を支弁して行う調査研究活動の自由をある程度犠牲に

しても、政務調査費の使途の透明性の確保を優先させるという政策判断がされた結果と見

るべきものである」として、使途の透明性の確保が議員の調査研究活動の自由より優先さ

れることが判示されており、会派及び議員は、政務活動費の使途について、市民への説明

責任を適切に果たし、使途の透明性を確保する必要があるものと言える。 

 「３ 本市の条例、規則の内容」「(1) 交付対象及び交付額」条例第３条では、交付対

象は、「会派」又は「会派と会派所属議員（交付対象議員）」の選択制とし、交付月額は、

「会派」を選択した場合は、議員１人当たり４５万円、「会派と会派所属議員」を選択し

た場合は、会派分が所属議員１人当たり５万円、議員分が４０万円としている。 

 「(2) 会派及び議員の責務」条例第２条では、所属議員が１人である場合も含む会派及

び議員は、「政務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を

充実し、議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動費を適正に

使用しなければならない」と規定している。 

 「(3) 支出の基準」政務活動費の使途については、条例第１０条において、政務活動

（調査研究、研修、広報、市民相談を含む広聴、要請、陳情、各種会議の開催、各種会議

への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、その内容を市政に反映させる活動その他

の住民の福祉の増進を図るために必要な活動をいう。）に資するため必要な経費に対して

交付することとされており、具体的には政務活動費で支出できる経費を別表にて掲示し、

調査研究費から事務所費までの９項目を定めている。 

 「(4) 収支報告書等の提出と閲覧」条例第１１条では、前年度の交付に係る収支報告書

を作成し、支出に係る領収書その他の支出を証明する書類の写しを添えて、毎年４月３０

日までに議長に提出しなければならないとしている。また、条例第１５条では、「収支報

告書等が提出されたときは、規則で定めるところにより、不開示情報が記録されている部

分を除き、当該収支報告書等を一般の閲覧に供しなければならない」とし、規則第１４条
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では、「収支報告書等の閲覧は、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の６

月３０日から、議会局において行うものとする」としている。 

 「(5) 交付の決定の取消しと返還命令」交付の決定の取消しについては、条例第１３条

で、市長は、「政務活動費の支出がこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに違反した

ものであると認めたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消し」、条例第１４条

では、「既に交付した政務活動費の全部又は一部を返還するよう命ずるものとする」とし

ている。 

 「４ 本市の運用指針の内容」本市の政務活動費の運用指針（以下「指針」という。）

は、平成１９年度の「５万円以上の領収書の添付」を義務づける本市条例の改正に併せて

策定されて以降、数回の改正を経て、令和６年度から現在の指針を適用している。 

 指針は、市長が定めたものではなく、本市議会の全会派から選ばれた議員及び無所属議

員から成る政務調査費検討プロジェクトにおいて、会派・議員の政務調査費の支出に係る

判断をする際の拠り所とするため、当時の他都市の運用指針や裁判例等を参考にしながら

議論し作成したもので、今日まで会派・議員は、この指針を踏まえて政務活動費の具体的

な支出について判断している。 

 なお、会派及び議員の調査研究活動及びその方法は多岐にわたるため、指針は全ての事

例が網羅できているものではない。したがって、会派及び議員は、条例・規則の趣旨に沿

って、裁判例等をも参考にしながら、個々の具体的な支出の適合性について総合的に判断

していく必要がある。 

 「(1) 指針の特徴」指針では、領収書等を的確かつ分かりやすく整理し保存するため、

全ての支出に対して、経費区分、支出年月日、支出先、使途内容等を記入する「支出伝

票」を提出することにしており、そのほかに「支出伝票一覧表」、さらに支出の透明性を

高めるために、支出伝票の記載だけでは支出内容が明らかにならない場合には、「政務活

動記録票」を作成するなど、収支報告書の提出に当たっては多くの書類の提出が必要であ

り、結果として、会派及び議員の提出作業と、議会局の点検・確認作業がともに膨大なも

のになってしまうが、より透明性が図られているものと考えている。 

 「(2) 政務活動費の運用の基本的指針」「ア 政務活動について」普通地方公共団体の

議会は、条例の制定・改廃等様々な議決権を有し、さらには、近時の社会情勢の複雑化に

伴い、多様化・高度化する地域住民の要求に応えるための行政施策等に対する迅速かつ適

切な審議が求められている中、議会の構成員である議員ないし会派には、地方行政等に関

する諸制度、当該地方公共団体の抱える政治的、行政的諸課題等、広範な知識が必要とさ

れ、これらについての不断の調査研究等の活動が不可欠となっており、議員活動の活性化

を図るため、要する経費の一部を政務活動費として交付している。 

 「イ 実費弁償の原則」政務活動費は、市政調査研究その他の活動のために、実際に要

した費用に充当する実費弁償を原則としている。 
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 「ウ 按分による支出」会派及び議員による「調査研究その他の活動（政務活動）」

と、それ以外の政党活動、選挙活動、後援会活動などが渾然一体となって行われ、調査研

究その他の活動に資する部分が明らかでない場合は、全額を政務活動費によって支出する

ことは不適当であり、他の活動の実績に応じて按分し支出している。 

 「エ 執行に当たっての原則」政務活動費の使途については、指針によるほか、会派又

は議員の自律的な判断に委ねられているため、政務活動費が調査研究その他の活動に資す

るため必要な経費を賄うものであることを踏まえ、会派及び議員の責任において適正な執

行に努めることとされている。また、政務活動費が公金であることから、使途内容等につ

いての透明性の確保が求められているため、会派又は議員において市民への説明責任を果

たすとともに、支出伝票などにおける説明の充実に努めることとされている。 

 「５ 政務活動費の支出範囲と支出できない経費」指針では、条例第１０条別表の以下

に示す９種類の経費区分ごとに支出の考えを記載している。また、政務活動費を充てるこ

とができない支出不可の経費も記載している。 

 「(1) 調査研究費」会派又は交付対象議員が市の事務、地方行財政等に関して調査研究

をするのに要する経費である。 

 「(2) 研修費」会派又は交付対象議員が研修会を開催し、又は他の団体等が開催する研

修会に参加するのに要する経費である。 

 「(3) 広報・広聴費」会派又は交付対象議員がその活動もしくは市政について市民に広

報し、又は市民の要望、意見等の聴取もしくは市民相談を行うのに要する経費である。 

 「(4) 要請・陳情活動費」会派又は交付対象議員が国等に対する要請又は陳情の活動を

行うのに要する経費である。 

 「(5) 会議費」会派又は交付対象議員が各種会議を開催し、又は他の団体等が開催する

意見交換会等各種会議に参加するのに要する経費である。 

 「(6) 資料費」会派又は交付対象議員がその活動に必要とする資料を購入し、もしくは

利用し、又は作成するのに要する経費である。 

 「(7) 人件費」会派又は交付対象議員がその活動の補助者を雇用するのに要する経費で

ある。 

 「(8) 事務費」会派又は交付対象議員がその活動に係る事務を処理するのに要する経費

である。 

 「(9) 事務所費」会派又は交付対象議員がその活動に必要な事務所の設置及び管理に要

する経費である。 

 「(10)支出不可としている経費」は、「ア せん別、慶弔、寸志、病気見舞、年賀状の

購入及び印刷代金等の交際費的な経費」、「イ 党費、党大会賛助金、党大会参加費、党大

会に参加するための旅費等の政党又は政治団体の構成員としての活動に属する経費」、「ウ 

会議、会合等の開催に伴う茶菓代以外の飲食に係る経費」、「エ 選挙活動に係る経費」、

43



「オ 後援会活動に係る経費」、「カ 私人としての活動に係る経費」である。 

 「６ 政務活動費の事務の流れ」「(1) 交付申請」条例第５条では、会派の代表者及び

交付対象議員は、政務活動費の交付を受けようとするとき、議長を経由して市長に申請し

なければならないとされている。 

 「(2) 交付決定」条例第５条では、市長は、交付申請があった場合において、その内容

を審査し、交付の決定をしたときは、議長を経由して会派の代表者又は交付対象議員に通

知しなければならないとされている。 

 「(3) 支出請求」規則第３条及び第８条では、会派の代表者及び交付対象議員は、毎

月、政務活動費の請求を行うこととされ、交付は毎月１０日とされている。 

 「(4) 政務活動費の活用、整理・調製」条例第９条等では、政務活動費の交付を受けて

いる会派・議員は、交付を受けた政務活動費の経理を的確に処理しなければならないとさ

れ、政務活動費を使用する際には、支出伝票の作成、領収書等の整理、会計帳簿の記帳等

を行い、四半期ごとに支出伝票、領収書、会計帳簿等の整理・調製を行うこととされてい

る。 

 「(5) 収支報告書等の提出」条例第１１条等では、会派の代表者及び交付対象議員は、

交付を受けた日の属する年度の翌年度の４月３０日までに、交付に係る収入及び支出につ

いての報告書を支出に係る領収書その他の支出を証明する書類の写しとともに議長に提出

し、議長はこれらの提出があったときは、速やかにその写しを市長に提出することとされ

ている。 

 「(6) 剰余金の返還」条例第１２条及び規則第１１条では、交付された政務活動費に剰

余金が生じた場合、会派の代表者及び交付対象議員は、市長の発行する納付書により、速

やかに返還を行うとされている。 

 「(7) 議会局による点検・確認作業、閲覧準備」「７ 議会局による点検・確認作業、

閲覧準備について」で説明する。 

 「(8) 収支報告書等の閲覧」条例第１５条及び規則第１４条では、議長は、交付翌年度

の６月３０日から収支報告書等を一般の閲覧に供することとされている。 

 「７ 議会局による点検・確認作業、閲覧準備について」議会局による点検・確認作業

では、会派及び交付対象議員から提出された収支報告書や領収書等により点検・確認を行

うが、政務活動費の性格や本市の指針の策定経過から、その政務活動の内容自体を議会局

が確認するものではない。このため、議会局では、会派及び交付対象議員から提出された

収支報告書や領収書その他の支出を証明する書類を閲覧に供するに当たり、条例、規則の

明白な違反、指針上の明白な誤りの確認のほか、書類の記載内容、充当金額や数字の転

記・合計額等の誤りなどの経理内容、押印漏れ、添付書類の不備等形式的要件の点検・確

認を行っている。また、支出を証明する書類の提出に当たっては、市政の調査研究活動と

の関連性を明確に位置づけるために、書類上で自ら分かりやすく説明を行うように促すと
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ともに、多岐にわたる市政の調査研究活動が「調査研究に資するために必要な経費」であ

るかについては、条例、指針、裁判例等を参考にしながら、会派及び交付対象議員が自ら

適正な判断を行っていけるようにサポートを行っている。 

 「(1) 四半期ごとの整理」会派及び交付対象議員は四半期ごとに、支出伝票や領収書、

会計帳簿等の整理を行っており、この時点で書類の揃え方や記載方法等の問合せも多くあ

る。 

 「(2) 収支報告書等の提出」会派及び交付対象議員は、政務活動費の交付を受けた日の

属する年度の翌年度の４月３０日までに収支報告書と支出に係る領収書その他の支出を証

明する書類の写しを議長宛てに提出する。 

 「(3) 議会局による点検・確認作業、閲覧準備（５～６月）」、ア、収支報告書等の提出

後、議会局では書類の点検・確認作業を６月３０日の閲覧開始に間に合うように行う。な

お、この点検・確認作業において、広報紙に関する支出があった場合には、指針では、広

報紙等の作成及び印刷等については、内容により政務活動と関連性を個別に判断し必要な

按分によって支出すること、広報紙については政務活動に明らかに関連しないものを除い

て支出可能であること、政務活動と無関係な内容等が含まれている場合は紙面の面積に応

じ適切に按分することとされていることから、当該会派又は交付対象議員から広報紙を見

せてもらい、政務活動と明らかに関連しないものがある場合は、その按分率を確認してい

る。また、事務所費では、政務活動事務所としての使用を議員本人に確認の上、議長宛て

に提出される政務活動事務所台帳や賃貸借契約書の写しをもって事務所の使用を確認して

いる。 

 令和６年度の政務活動費交付分では、市議会全体で６，６００件強の支出があり、その

一件一件について、ミスを防ぐために複数人によるダブルチェックにより形式的要件の点

検・確認を行っている。 

 イ、議会局による点検・確認作業が終了したら、情報公開条例に規定する不開示情報を

マスキングするが、６，６００件強の支出の一件一件について、こちらもミスを防ぐため

に複数人によるダブルチェックにより作業を行っている。 

 「(4) 収支報告書等の閲覧」６月３０日から一般の閲覧に供している。 

 「８ 職員措置請求書の内容について」「(1) 青木功雄、石田康博、上原正裕、各務雅

彦、末永直、野田雅之、橋本勝、原典之、松原成文、岩田英高、高戸友子、仁平克枝、三

浦恵美、三宅隆介各議員に関するもの」ア、請求人が提出した職員措置請求書は、当該議

員の広報・広聴費における広報紙に関する内容だが、指針では、広報紙等の作成及び印刷

等については、内容により政務活動と関連性を個別に判断し必要な按分によって支出する

こと、広報紙については政務活動に明らかに関連しないものを除いて支出可能であるこ

と、政務活動と無関係な内容等が含まれている場合は紙面の面積に応じ適切に按分するこ

ととされており、当該議員の広報紙の内容については、事務局による点検・確認作業で確
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認をしている。 

 イ、当該議員の広報紙に議員の顔写真、プロフィール、事務所連絡先が掲載されている

ことに関して、川崎市議会議員の政務活動費について争われた横浜地方裁判所平成２４年

１月１８日判決では、「もっとも、これらの広報紙には、文責主体に当たる自民党市議団

の会派名のほか、会派を構成する構成員の写真、川崎市の広報などを転載して改めて情報

を提供するものなども含まれているが、このような事項も、特定の会派に所属する者らと

して、専ら議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせるとの内容を変質させるもの

ではなく、社会通念に照らし相当の範囲である限り広報の目的を逸脱するものとはいえな

い。」、「それぞれの文書を発行した議員の事務所の連絡先や議員のプロフィールを掲載し

ている部分については、当該文書の文責を明らかにし、作成した文書の内容等について意

見等がある者に対し、その受付先を明示する機能を有するものといえ、この部分を殊更取

り上げて、政務調査と関わりがないものということはできない。」と判示されている。ま

た、同じく川崎市議会議員の政務活動費について争われた横浜地方裁判所令和５年７月５

日判決においても、プロフィールに関して「議員のプロフィール情報は、当該議員の活動

歴や関心事項等を端的に示すものであり、議員の活動がこれらを基盤として行われること

も少なくないと考えられるから、議員の活動に対する市民の理解を深めることに資する情

報ということができ、広報・広聴活動にとって必要な情報であるといえ、かつ、情報の発

信者を特定・紹介する意味でも必要性のあるものといえる。」と判示されている。 

 ウ、議会局では、当該議員から提出された支出伝票及び領収書等を点検・確認したとこ

ろ、条例、規則の明白な違反、指針上の明白な誤りの確認のほか、書類の記載・押印漏れ

や添付書類の不備といった形式的要件を点検・確認し、違反・誤りや書類の不備のないこ

とを確認している。また、個々の支出について、指針を踏まえた支出であることを当該議

員から確認している。 

 「(2) 大島明議員に関するもの」アは、（１）のアと共通である。 

 イ、契約書等は、日付、金額、支出内容、相手先等が明確に判明するようであれば根拠

書類とすることは可能だが、本来は領収書がその役割を果たすものであるため提出を義務

づけられており、契約書等は提出義務はない。また、指針上、委託先業者の当該業務に関

する技術、能力の証明や具体的な活動実績等についても提出義務はない。 

 ウ、（１）のウと共通である。 

 「(3) 本間賢次郎議員に関するもの」ア、請求人が提出した職員措置請求書は、当該議

員の広報・広聴費における広報紙に関する内容だが、指針では、広報紙等の作成及び印刷

等については、内容により政務活動と関連性を個別に判断し必要な按分によって支出する

こと、広報紙については政務活動に明らかに関連しないものを除いて支出可能であるこ

と、政務活動と無関係の内容等が含まれている場合は紙面の面積に応じ適切に按分するこ

ととされており、当該議員の広報紙の内容については、事務局による点検・確認作業で確
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認している。また、指針では、政務活動にかかわる必要な情報を得るために団体等に加入

する場合の月、年会費等は、合理的必要性がある場合に限り支出可能とされており、当該

議員の会費等に関する支出の内容については、事務局による点検・確認作業で確認してい

る。 

 イ及びウは、それぞれ（１）のイ及びウと共通である。 

 「(4) 山田瑛理元議員に関するもの」アは、（１）のアと共通の内容である。 

 イ、契約書等の日付、金額、支出内容、相手先等が明確に判明するようであれば根拠書

類とすることは可能だが、本来は領収証がその役割を果たすものであるため提出を義務づ

けられており、契約書等の提出義務はない。 

 ウは、(1)のウと共通である。 

 「(5) 那須野純花議員に関するもの」ア、イ及びウは、それぞれ（１）のア、イ及び

（４）のウと共通である。 

 

※関係職員の陳述の要旨をまとめたもの 
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政務活動費に係る法令等（本件措置請求に関連する部分のみ） 

 

１ 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号） 

第 100 条 

１～13 略 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付

することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに

当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動

費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）をもつて議長に報告するものとする。 

16 議長は、第 14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 

17～20 略 

 

２ 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（平成 13 年川崎市条例第 11号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 100 条第 14 項から第 16 項までの規

定に基づき、川崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議

会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（会派及び議員の責務） 

第２条 会派（所属議員が１人である場合を含む。以下同じ。）及び議員は、政務活動費の交付が、

市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会の活性化に資することを目的

としていることを認識し、政務活動費を適正に使用しなければならない。 

（交付の対象及び額） 

第３条 政務活動費は、議長に結成の届出があった会派及び当該会派の議員（次項の規定により

50,000 円の額を選択した会派に所属する議員に限る。以下「交付対象議員」という。）に対して

交付する。 

２ 会派に対する政務活動費の月額は、450,000 円又は 50,000 円のうちから各会派が選択した額に

当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。 

３ 交付対象議員に対する政務活動費の月額は、400,000 円とする。 

４ 第２項の規定により会派が選択した額は、当該選択した額に係る年度交付分については、変更

することができない。 

（交付の方法） 

第４条 政務活動費は、規則で定める政務活動費の交付日（以下「交付日」という。）における会派

及び交付対象議員に対して交付するものとする。 

２ 前条第２項の所属議員数は、交付日における各会派の所属議員数とする。 

３ 各会派の所属議員数の算定については、同一議員につき重複して行うことができない。 

４ 交付日において次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該交付日の属する月分の政務活

動費については、当該事由が生じなかったものとみなす。 

 (1) 議員の任期満了 

 (2) 議会の解散 

 (3) 議員の辞職、失職、死亡又は除名 

 (4) 議員の所属会派からの脱会又は除名 

 (5) 会派の解散 

 (6) 議員の会派への加入 

５ 新たに会派を結成し、又は新たに交付対象議員となり、次条第１項の規定による申請があった

場合で、当該申請のあった日が、その日の属する月の交付日前であるときは当該月分の政務活動

費から、当該交付日以後であるときは当該月の翌月分の政務活動費から交付する。 

６ 一般選挙が行われたため、新たに会派を結成し、又は新たに交付対象議員となり、次条第１項

別紙４ 
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の規定による申請があった場合は、前項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月分

の政務活動費から交付する。ただし、当該月分として、既に政務活動費が交付されている場合は、

この限りでない。 

（交付の申請及び決定） 

第５条 会派の代表者（所属議員が１人である場合にあっては、当該議員をいう。以下同じ。）及び

交付対象議員は、その年度における政務活動費の交付を受けようとするときは、規則で定めると

ころにより、議長を経由して、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、交付の決定

をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を当該会派の代表

者又は当該交付対象議員に通知しなければならない。 

（変更の届出） 

第６条 会派の代表者及び交付対象議員は、前条第１項の規定により申請した事項について変更が

あったときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

（増額の申請及び決定） 

第７条 前条の場合において、会派の所属議員の数の増加に伴い、政務活動費の増額の交付を受け

ようとするときは、当該会派の代表者は規則で定めるところにより、議長を経由して、市長に申

請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、交付の決定

をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を当該会派の代表

者に通知しなければならない。 

（減額等の決定及び通知） 

第８条 市長は、第４条第４項第１号、第２号若しくは第５号に該当する事由が生じたとき、又は

第６条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る変更が第４条第４項第３号若し

くは第４号のいずれかに該当するときは、政務活動費の交付額を減額し、又は交付しないことと

することができる。この場合において、所属議員が１人である会派の当該所属議員が同項第３号

に該当したときは、同項第５号に該当するものとみなす。 

２ 市長は、前項の規定により政務活動費の交付額を減額し、又は交付しないことを決定したとき

は、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、当該会派の代表者又は当該交付対象

議員に通知しなければならない。ただし、第４条第４項第１号、第２号又は第５号に該当する場

合で、交付しないこととしたときは、この限りでない。 

（経理責任者の設置等） 

第９条 政務活動費の交付を受けている会派は、政務活動費に関する経理を的確に処理するため、

所属議員の中から経理責任者１人を置かなければならない。ただし、所属議員が１人である場合

は、当該議員がその職務を行うものとする。 

２ 交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理を的確に処理しなければならない。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第 10 条 政務活動費は、会派及び交付対象議員が行う政務活動（調査研究、研修、広報、広聴（市

民相談を含む。）、要請、陳情、各種会議の開催、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思

を把握し、その内容を市政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動

をいう。次項において同じ。）に資するため必要な経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表に定める政務活動に資するため必要な経費に充てることができるものとす

る。 

（収入及び支出の報告等） 

第 11 条 会派の代表者及び交付対象議員は、規則で定めるところにより、前年度の交付に係る政

務活動費の収入及び支出についての報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し、毎年４月 30

日までに議長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により収支報告書を提出する場合においては、支出に係る領収書その他の支出を証

明する書類（以下「領収書等」という。）の写しを添えて、提出しなければならない。 

３ 議長は、前２項の規定による収支報告書及び領収書等の写し（以下「収支報告書等」という。）

の提出があったときは、速やかにその写しを市長に提出しなければならない。 

（剰余金の返還） 
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第 12 条 会派の代表者及び交付対象議員は、交付された政務活動費に剰余金が生じたときは、規

則で定めるところにより、市長に返還しなければならない。 

（交付の決定の取消し） 

第 13 条 市長は、会派又は交付対象議員における政務活動費の支出がこの条例及びこの条例に基

づく規則の定めに違反したものであると認めたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消

し、規則で定めるところにより、その旨を会派の代表者又は交付対象議員に通知するものとする。 

（政務活動費の返還命令） 

第14条 市長は前条の規定により、政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、

規則で定めるところにより、会派の代表者又は交付対象議員に期限を定めて、既に交付した政務

活動費の全部又は一部を返還するよう命ずるものとする。 

（収支報告書等の閲覧等） 

第 15 条 議長は、第 11条第１項及び第２項の規定により収支報告書等が提出されたときは、規則

で定めるところにより、不開示情報（川崎市情報公開条例（平成 13年川崎市条例第１号）第８条

に規定する不開示情報をいう。）が記録されている部分を除き、当該収支報告書等を一般の閲覧

に供しなければならない。この場合において、当該収支報告書等の写しの請求があったときは、

その写しを交付しなければならない。 

２ 前項の規定による収支報告書等の閲覧に係る手数料は、無料とする。 

３ 第１項の規定による収支報告書等の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付

に要する費用は、その写しを請求する者の負担とする。 

４ 第１項の規定により収支報告書等を閲覧し、又はその写しの交付を受けた者は、それによって

得た情報を適正に用いなければならない。 

（準用） 

第 16 条 第 11 条から前条までの規定は、政務活動費の交付を受けている会派が解散し、所属議員

が１人である会派の当該所属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、議会が解散し、

議員の任期が満了し、又は交付対象議員でなくなった場合について準用する。この場合において、

第 11条第１項中「代表者」とあるのは「代表者であった者（所属議員が１人である会派の当該所

属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人）」と、「交付対象議員」とあ

るのは「交付対象議員であった者（交付対象議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他

の一般承継人）」と、「前年度」とあるのは「会派が解散し、所属議員が１人である会派の当該所

属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、議会が解散し、議員の任期が満了し、又

は交付対象議員でなくなった年度」と、「毎年４月 30日までに」とあるのは「速やかに」と、第

12 条、第 13 条及び第 14 条の規定中「代表者」とあるのは「代表者であった者（所属議員が１人

である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人）」と、

「交付対象議員」とあるのは「交付対象議員であった者（交付対象議員が死亡した場合にあって

は、その相続人その他の一般承継人）」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第 17 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 13 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 略 

別表（第 10 条関係） 

経費の区分 
支出できる経費 

内容 種類 

１ 調査研究費 会派又は交付対象議員が市の

事務、地方行財政等に関して調

査研究をするのに要する経費 

会場借上料、委託料、講師謝礼、食

糧費、印刷製本費、消耗品費、資料

購入費、旅費、バス等借上料、出席

負担金等 

２ 研修費 会派又は交付対象議員が研修

会を開催し、又は他の団体等が

開催する研修会に参加するのに

要する経費 

会場借上料、委託料、講師謝礼、食

糧費、印刷製本費、消耗品費、資料

購入費、旅費、出席負担金等 
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３ 広報・広聴費 会派又は交付対象議員がその

活動若しくは市政について市民

に広報し、又は市民の要望、意見

等の聴取若しくは市民相談を行

うのに要する経費 

会場借上料、印刷製本費、ホームペ

ージ等製作費、食糧費、送料、旅費

等 

４ 要請・陳情活動費 会派又は交付対象議員が国等

に対する要請又は陳情の活動を

行うのに要する経費 

印刷製本費、旅費等 

５ 会議費 会派又は交付対象議員が各種

会議を開催し、又は他の団体等

が開催する意見交換会等各種会

議に参加するのに要する経費 

会場借上料、委託料、食糧費、印刷

製本費、消耗品費、資料購入費、旅

費、出席負担金等 

６ 資料費 会派又は交付対象議員がその

活動に必要とする資料を購入

し、若しくは利用し、又は作成す

るのに要する経費 

印刷製本費、委託料、図書雑誌購入

費、新聞購読料、データベース利用

料等 

７ 人件費 会派又は交付対象議員がその

活動の補助者を雇用するのに要

する経費 

報酬・日当、交通費、社会保険料等 

８ 事務費 会派又は交付対象議員がその

活動に係る事務を処理するのに

要する経費 

消耗品費、事務機器・備品等賃借料、

事務機器・備品等購入費、電話料、

送料等 

９ 事務所費 会派又は交付対象議員がその

活動に必要な事務所の設置及び

管理に要する経費 

事務所賃借料、維持管理費等 

 

３ 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則（平成 13 年川崎市規則第 16号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（平成 13 年川崎市条例第 11

号。以下「条例」という。）の実施のため必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（交付日） 

第３条 条例第４条第１項の規則で定める交付日は毎月 10 日とする。ただし、その日が川崎市の

休日を定める条例（平成元年川崎市条例第 16 号）第１条第１項に掲げる市の休日（以下「休日」

という。）に当たるときは、休日の前日を交付日とする。 

２ 条例第４条第６項（ただし書を除く。）の規定により政務活動費を交付する場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、市長が指定する日を交付日とする。 

（政務活動費交付申請書及び政務活動費交付決定通知書） 

第４条 条例第５条第１項の規定による申請は、政務活動費交付申請書（会派用）（第１号様式）又

は政務活動費交付申請書（交付対象議員用）（第１号様式の２）によるものとする。 

２ 条例第５条第２項の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書（第２号様式）によるもの

とする。 

（政務活動費交付申請事項変更届） 

第５条 条例第６条の規定による届出は、政務活動費交付申請事項変更届（会派用）（第３号様式）

又は政務活動費交付申請事項変更届（交付対象議員用）（第３号様式の２）によるものとする。 

（政務活動費増額交付申請書及び政務活動費増額交付決定通知書） 

第６条 条例第７条第１項の規定による申請は、政務活動費増額交付申請書（第４号様式）による

ものとする。 

２ 条例第７条第２項の規定による通知は、政務活動費増額交付決定通知書（第５号様式）による

ものとする。 
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（政務活動費減額等決定通知書） 

第７条 条例第８条第２項の規定による通知は、政務活動費減額等決定通知書（第６号様式）によ

るものとする。 

（請求書の提出） 

第８条 会派の代表者及び交付対象議員は、毎月、当該月分の政務活動費について、川崎市金銭会

計規則（昭和 39 年川崎市規則第 31号。以下「金銭会計規則」という。）第 82 条の規定により請

求書を提出しなければならない。 

（支出の手続及び書類の保存期間） 

第９条 条例第 10 条に規定する経費の支出は、会派にあっては会派の代表者の決定を経て経理責

任者が処理し、交付対象議員にあっては当該交付対象議員が処理するものとする。 

２ 経理責任者及び交付対象議員は、経費を支出したときは、領収書その他の支出を確認する書類

（以下「支出確認書類」という。）を徴しなければならない。この場合において、支出確認書類を

徴することができないときは、会派にあっては会派の代表者、交付対象議員にあっては当該交付

対象議員が作成する支払証明書（以下「支払証明書」という。）をもってこれに代えることができ

る。 

３ 経理責任者及び交付対象議員は、毎年度、会計帳簿を調製し、前項に規定する支出確認書類及

び支払証明書を整理した上、これらを収支報告書を提出した日の属する年度の翌年度の４月１日

から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

（政務活動費収支報告書） 

第 10 条 条例第 11 条第１項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書（会派用）

（第７号様式）又は政務活動費収支報告書（交付対象議員用）（第７号様式の２）によるものとす

る。 

（剰余金の返還） 

第 11 条 条例第 12 条の規定による剰余金の返還は、市長の発行する納付書により、速やかに行う

ものとする。 

（交付の決定の取消通知） 

第 12 条 条例第 13 条の規定により政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、

取消しの内容及び理由を記載した書面により通知するものとする。 

（返還命令） 

第 13 条 条例第 14 条の規定による返還命令は、返還の期限その他必要な事項を記載した書面によ

り行うものとする。 

２ 条例第 14 条の規定による政務活動費の返還は、金銭会計規則第 52 条又は第 60 条の規定によ

り行うものとする。 

（収支報告書等の閲覧等） 

第 14 条 条例第 15 条第１項の規定による収支報告書等の閲覧は、政務活動費の交付を受けた日の

属する年度の翌年度の６月 30日から、議会局において休日を除く日の午前８時 30 分から午後５

時まで行うものとする。 

２ 前項の収支報告書等を閲覧する者は、当該収支報告書等を汚損し、又は破損することがないよ

うにしなければならない。 

３ 条例第 15 条第３項に規定する収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とす

る。 

（準用） 

第 15 条 第９条第３項及び第 10 条から前条までの規定は、政務活動費の交付を受けている会派が

解散し、所属議員が１人である会派の当該所属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名さ

れ、議会が解散し、議員の任期が満了し、又は交付対象議員でなくなった場合について準用する。

この場合において、第９条第３項中「経理責任者」とあるのは「経理責任者であった者（所属議

員が１人である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継

人）」と、「交付対象議員」とあるのは「交付対象議員であった者（交付対象議員が死亡した場合

にあっては、その相続人その他の一般承継人）」と読み替えるものとする。 

附 則 

この規則は、平成 13 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 略 
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